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Ⅰ．本有識者会合の役割  
本有識者会合の役割は、北陸電力株式会社（以下、「北陸電力」という。）

志賀原子力発電所敷地内の破砕帯について、現地調査を実施するととも

に、北陸電力が行った調査結果等を用いて、これが現行の「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平

成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 5 号。以下、「設置許可基準

規則」という。）及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈」（原規技発第 1306193 号（平成 25
年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下、「設置許可基準規則解釈」

という。）に規定する「将来活動する可能性のある断層等」であるかどう

かの評価を行い、その結果を原子力規制委員会（以下、「規制委員会」と

いう。）に報告することである。  
評価は、「設置許可基準規則」、「設置許可基準規則解釈」のほか、「敷

地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」（原管地発第

1306191 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下、「ガイ

ド」という。）などを勘案して行った。  
 
 
Ⅱ．本評価書作成に係る経緯  

旧原子力安全・保安院（以下「旧保安院」という。）では東北地方太平

洋沖地震後の耐震バックチェック再開の一環として、全国の原子力発電

所敷地内の破砕帯について、評価を改めて整理することとし、平成 24
年７月に旧保安院の意見聴取会の審議において、志賀原子力発電所の敷

地内における S-1 破砕帯の活動性について、専門家の意見を聴取した。

その結果、活動性がある断層ではないかとの意見が多数で、周辺の断層

との関連性も含めた調査の必要性や、地層の年代の議論等が必要との指

摘を受け、旧保安院は、北陸電力に対して、敷地内破砕帯の追加調査計

画の策定を指示した。  
これらの経緯を踏まえ、北陸電力は、追加調査計画を策定して敷地内

破砕帯の活動性及び敷地内破砕帯と周辺断層との関連性について地質調

査や数値解析等を実施し、平成 25 年 12 月 19 日、「志賀原子力発電所敷

地内シームに関する追加調査 最終報告書」を規制委員会に提出すると

ともに、その後もデータ拡充のための自主的な調査を継続した。  
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これらを評価するため、平成 26 年２月に「志賀原子力発電所敷地内

破砕帯の調査に関する有識者会合」が組織され、平成 28 年 3 月 3 日ま

でに延べ９回の評価会合（うち１回は事前会合）と平成 27 年 11 月 20
日にピア・レビュー会合を実施し、北陸電力が行った調査結果及び２回

の現地調査での観察結果に基づき、敷地内破砕帯の活動性等について検

討を行った（評価書作成に係る経緯の詳細は【参考１及び２】を参照。）。

本評価書は、これら有識者会合の検討結果を取りまとめたものである。  
 
 

Ⅲ．地形・地質の概要  
敷地近傍及び敷地の地形・地質について、北陸電力は、以下のとおり

説明している。  
○地形  

敷地近傍の陸域地形は、標高約 20～150m の西側低下の低平な平頂

丘陵地よりなり、海岸線に沿って西から東へ沖積段丘面、中位段丘面、

高位段丘面が発達する【図１、図２】。敷地付近では、低位より沖積段

丘面、中位段丘Ⅰ面、高位段丘Ⅰ面、高位段丘Ⅱ面、高位段丘Ⅲ面に

区分され、更に高位段丘Ⅰ面はⅠa 面とⅠb 面に２分される【図２】。 
敷地近傍の海底地形は、約 10/1,000 の緩い勾配を示す水深約 50m

以浅の大陸棚からなり、沿岸部では水深約 20m までは凹凸に富んだ岩

礁帯を形成している【図１】。  
○地質  

敷地近傍の陸域の地質は、新第三系及び第四系からなる【図３】。新

第三系は、下位の中新統穴水累層と上位の中新・鮮新統堆積岩よりな

る。第四系は、段丘堆積層、古期扇状地堆積層、古砂丘砂層及び沖積

層からなる。  
敷地の地質は、岩盤として穴水累層が分布し【図３、図４、図５】、

その上位を第四系が不整合で覆う【図２、図３】。  
穴水累層は、安山岩（均質）、安山岩（角礫質）、凝灰角礫岩からな

る。岩盤調査坑の安山岩（均質）のカリウム－アルゴン法（以下、「K-Ar
法」という。）年代値は、斜長石で概ね 15-16Ma を示すが、大深度ボ

ーリングの最深部の安山岩（均質）の斜長石は約 23.5Ma の年代値を

示す【図６】。  
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敷地内の高位段丘面構成層は、下位より段丘堆積物（礫層等）、赤色

土壌、赤褐色土壌、明褐色土壌からなる。敷地内の中位段丘構成層は、

下位より段丘堆積物（砂礫層等）、赤褐色土壌、明褐色土壌からなる。 
敷地近傍の海域の地層は、上位から A 層（上部更新統～完新統）、B

層（中部～上部更新統）、C 層（鮮新統～下部更新統）及び D 層（先

第三系～鮮新統）の４層に分類される【図７】。  
○地質構造  

敷地近傍の断層としては、敷地東方約 1.4km の山地内に福浦断層が、

西南西方約 4km 沖に兜岩沖断層、北西方約 6km 沖に碁盤島沖断層が

認められる【図１】。  
福浦断層は N-S 方向に延びる長さ 2.7km の西側隆起の逆断層で、

高位段丘Ⅰb 面形成以降、9.5 万年前以前に断層活動があったとされる。

また、兜岩沖断層は N-S 方向に延びる長さ約 3.0km の東側隆起の断

層、  碁盤島沖断層は ENE-WSW に延びる北北西側隆起の断層で、何

れも B 層の最上部（上部更新統）に変位を与えていないことから、後

期更新世以降の活動は認められない。  
敷地内には S-1～S-8 の８本のシーム（後述）が確認され、１号原

子炉建屋基礎底面には S-1 及び S-4 が、２号原子炉建屋基礎底面には

S-4 が通っている【図４、図５】。ここで、「シーム」とは中新統の穴

水累層（以下、「岩盤」という。）の間隙に挟まれた粘土などの軟弱物

質の薄層のことをいう【図８】。シームには、条線、鏡肌を伴う。シー

ム周辺には平面的または断面的に見て帯状に分布する凝灰角礫岩や火

山礫凝灰岩や凝灰質な細粒部からなる「帯状を呈する火山砕屑岩」が

分布し、さらに「帯状を呈する火山砕屑岩」のうちシームに沿った部

分では赤褐色等を呈する「凝灰質な細粒部」が認められる。シームは、

帯状を呈する火山砕屑岩の弱部に沿って熱水変質作用により生成され

たと考えられる。  
これらのシームの走向は、概ね NW-SE 方向と NE-SW～N-S 方向の

２方向で、傾斜は高角度であり、性状はほぼ同様である。これらのう

ち S-1、S-3、S-7、S-8 が概ね NW-SE 方向であり、このうち S-1 が最

も長い。S-2、S-4、S-5 及び S-6 は概ね NE-SW 方向である。なお、

S-2 と S-6 については、当初は別のものとしていたが、延長上に位置

していること、後に行った調査では条線の姿勢及び運動方向にも大き
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な差異が認められなかったこと等から、連続しているものとする（以

下、「S-2・S-6」と表記）。S-2・S-6 は、NE-SW 方向のシームとして

は最も長い。  
 

○広域応力場  
敷地の北方約 18km において  2007 年３月 25 日に能登半島地震が

発生している。この際の余震を中心とした地震の震源メカニズム解よ

り応力テンソル逆解析が行われている（Kato et al.,2011）。これによ

ると 、深度 0～ 4 ㎞の 範囲 では 最大 圧縮 主応 力（ σ 1 ）の 方位は

WNW-ESE、最小圧縮主応力（σ 3）の方位は NNE-SSW である【図

９】。  
能登半島の構造運動は既往研究（尾崎 2010、岡村 2007a、2007b、

2007c）の結果より、①漸新世～前期中新世の NW-SE 方向の伸長場、

②後期中新世のほぼ N-S 方向の圧縮場、③後期鮮新世～第四紀のほぼ

EW 方向の圧縮場に区分される【図１０】。  
 
以上が北陸電力の説明であるが、これら「シーム」は、後述のとお

り条線など過去の変位の痕跡がせん断面内に認められることから、本

評価書では断層として扱い、特に必要な場合を除いてシームという呼

称を用いず、S-1～S-8 の個別名称で記述している。  
 
 
Ⅳ．評価  

１．S-1 の評価  
１．１．旧 A・B トレンチ等既往データの解釈  

発電所建設前に、現在１号原子炉建屋がある場所の西側の場所にお

いて旧 A・B トレンチ調査が行われた。S-1 に沿い A トレンチが北西

側、B トレンチが南東側に位置する【図１１】。  
旧 A・B トレンチについては、いずれの壁面の観察結果においても

S-1 に沿い岩盤上面に、北東側が 20～35cm 程度高くなる段差が認め

られた。この段差の両側では、連続的に分布する一連の堆積物の基底

面（岩盤上面との不整合面）に、北東側が 1m 程度高くなる高度差が

ある【図１２、図１３】。また岩盤の上には、不整合で下位から順に砂
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礫Ⅱ層、砂礫Ⅰ層が載り、さらにその上を土壌が覆っている。  
(1) 旧 A・B トレンチの解釈  
＜北陸電力の説明＞  

旧 A・B トレンチについては、いずれの壁面の観察結果においても、

段差部において、S-1 の上方延長部分の左右にある岩盤と砂礫Ⅱ層の

境界に沿って粘土は分布しない。段差部や段差部直上の砂礫Ⅱ層では、

S-1 の延長位置や周辺に断層変位を示唆するようなせん断面や地層の

擾乱は認められないこと等から、中位段丘Ⅰ面を構成する堆積層に断

層活動の影響は及んでいない。  
国内で実施された活断層調査等の文献調査では、「断層活動の影響あ

り」と評価されている段差直上の砂礫層等において、せん断面・地層

の擾乱が認められない事例は確認されず、少なくとも段差直上付近に

せん断面や地層の擾乱が報告されている。この結果は、模型実験や数

値計算からも支持される。すなわち、岩盤が断層運動により変位し段

差が形成された場合、その段差直上の砂礫層中には必ずせん断面や地

層の擾乱が生じると考えられる。  
また、旧トレンチはほぼ平坦な地形面（中位段丘Ⅰ面）上に位置し、

旧トレンチ位置には傾斜変換等の地形の異常は認められない。  
なお、S-1 の岩盤上面の形状等（岩盤上面の段差形状とその上位で

堆積層が傾斜する形状）と同様な状況は、侵食作用を受けている海岸

部や防潮堤基礎部でも多く見られる。旧 A・B トレンチに見られる段

差は差別侵食によると考えるのが妥当である。  
各トレンチ壁面の詳細観察結果は、以下のとおりである。  

①旧 A トレンチ北西壁【図１４、図１５】  
岩盤部では、S-1 は厚さフィルム状～1cm の褐灰色～暗黄灰色を

呈する粘土であり、S-1 に沿う岩盤に破砕はない。段差部直下の岩

盤中では S-1 は不明瞭になる。砂礫Ⅱ層では段差部の凸部直上に巨

礫が分布し、これに段差部が断層変位した場合に想定される凹地側

への倒れ込みや回転は認められない。段差部とこの巨礫間に、矩形

を呈する様に映る礫については、調査鎌での削り痕によるものであ

る。  
②旧 A トレンチ南東壁【図１６、図１７、図１８】  

岩盤部では、S-1 は厚さフィルム状～1cm の明黄色～赤灰色を呈
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する粘土であり、S-1 に沿う岩盤に破砕はない。段差部の基部の位

置は、S-1 より海側に位置し、その下方延長にもシームや割れ目は

存在しない。砂礫Ⅱ層では、段差を埋積する際に形成された礫や砂

の配列からなる堆積構造が認められ、S-1 の延長位置で、この堆積

構造に変位や擾乱は認められない。段差部に近接して位置する径約

５ cm の礫については、同礫周辺の堆積物に擾乱や再配列を示唆す

る傾向は認められない。  
③旧 B トレンチ北西壁【図１９、図２０】  

岩盤部では、S-1 は厚さフィルム状～1cm の淡褐色～赤灰色を呈

する粘土であり、S-1 に沿う岩盤に破砕はない。段差部付近の砂礫

Ⅱ層上面に認められる地層の曲りを想定させるような形状につい

ては、同様の形状が他の３壁面には認められないこと及び砂礫Ⅱ層

中には断層変位を示唆するようなせん断面や地層の擾乱は認めら

れないことから、岩盤上面の段差形状を反映した堆積構造と考えら

れる。また、段差部の上方延長に認められる黒っぽいゾーンは、詳

細観察のため複数回にわたり調査鎌による削り込みの結果形成さ

れた壁面の凹凸を反映したものである。  
④旧 B トレンチ南東壁【図２１、図２２】  

岩盤部では、S-1 は厚さフィルム状～0.5cm の赤灰色を呈する粘

土であり、S-1 に沿う岩盤に破砕はない。段差部の山側約２m の２

箇所で、西側傾斜の節理に沿った岩盤上面に小さな段差が認められ

るが、砂礫Ⅱ層に埋積されており、また、山側の節理は岩盤下方ま

で連続しない。なお、このような岩盤上面の段差は、岩盤が露出す

る海岸部の随所で見られる事象である【図２３】。  
 
以上を、【図２４】にまとめる。  

 
＜有識者による評価＞  
ア．各壁面の状況  

旧 A・B トレンチは現存せず、地質状況の確認はできない。このた

め、既存のスケッチ及び写真に基づき S-1 の活動性を検討した。既往

スケッチ及び写真のみのデータは、追加調査によるデータと比べて得

られる情報には限界があるものの、資料からは以下の事実を読み取る
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ことができる。  
 

①旧 A トレンチ北西壁  
旧 A トレンチ北西壁では、岩盤上面に S-1 に沿う段差があり、北

東側が見かけ約 20cm 高い【図１４】。さらに、トレンチ全体を見る

と、岩盤上面は S-1 の北東側約 2m の傾斜している部分を除くと起

伏の少ないほぼ平坦な形状をしており、S-1 を境にして北東側が 1 m
程度高くなる高度差がある【図１２】。S-1 に沿う岩盤には、凝灰質

な細粒部（以下、「細粒部」という。）が認められる。この細粒部は、

S-1 の北東側（S-1 に沿う岩盤上面の段差の高い側）の、段差部の

縁にも分布する【図１４】。  
岩盤の直上には、海洋酸素同位体ステージ（以下、「MIS」という。）

5e（後期更新世初期の最終間氷期最盛期：約 12～13 万年前）の堆

積物とされる砂礫Ⅱ層が分布する。砂礫Ⅱ層には、スケッチにせん

断面の記載はない。また、写真でもせん断面は明瞭ではない【図１

４】。ただし、当壁面の写真では、S-1 上方の砂礫Ⅱ層中に色境界と

なる縦の筋（以下、「色境界」という。）が見られる【図１５】。  
なお、スケッチの S-1 に関する記事【図１４】には、「面の表面

には鏡肌が認められ一部に縦ずれ性条線が刻されている」との記載

や、「砂礫Ⅱ層と岩盤の境界付近で粘土は不明瞭となり鏡肌は断続

的となる」との記載がある。  
②旧 A トレンチ南東壁  

旧 A トレンチ南東壁では、岩盤上面に S-1 に沿う段差があり、北

東側が見かけ約 20cm 高い【図１６】。さらに、トレンチ全体を見る

と、岩盤上面は S-1 の北東側約 2m の傾斜している部分を除くと起

伏の少ないほぼ平坦な形状をしており、S-1 を境にして北東側が 1 m
程度高くなる高度差がある【図１２】。S-1 に沿う岩盤には、S-1 の

南西側に細粒部が分布する。細粒部は、段差の基部から、S-1 に沿

って上載層（砂礫Ⅱ層）中に突出した状態で分布する【図１６】。  
岩盤の直上には、MIS5e の堆積物とされる砂礫Ⅱ層が分布する。

砂礫Ⅱ層には、スケッチにせん断面の記載はない。また、写真でも

せん断面は明瞭ではない【図１６、図１７】。ただし、砂礫Ⅱ層中

の層理面は S-1 に沿う岩盤上面の段差と調和的な方向（南西）に傾
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斜しており、かつ当該段差の直上付近では系統的な増傾斜が認めら

れる【図１６】。  
なお、スケッチの S-1 に関する記事【図１６】には、「面の表面

には鏡肌が認められ一部に縦ずれ性条線が刻されている」との記載

や、「砂礫Ⅱ層と岩盤の境界付近で粘土は不明瞭となり鏡肌は断続

的となる」との記載がある。  
③旧 B トレンチ北西壁  

旧 B トレンチ北西壁面では、岩盤上面に S-1 に沿う段差があり、

北東側が見かけ約 35cm 高い【図１９】。さらに、トレンチ全体を見

ると、岩盤上面は S-1 の北東側約 2m の傾斜している部分を除くと

起伏の少ないほぼ平坦な形状をしており、S-1 を境にして北東側が

1 m 程度高くなる高度差がある【図１３】。S-1 に沿う岩盤には細粒

部が分布している。この細粒部は、S-1 の北東側（S-1 に沿う岩盤

上面の段差の高い側）の段差部の縁にも認められる【図１９】。  
岩盤の直上には、MIS5e の堆積物とされる砂礫Ⅱ層が分布する。

当壁面の砂礫Ⅱ層は、北陸電力による既往スケッチでは「上部層」

と「下部層」に区分されている。上部層の層相は、礫が安山岩の細

礫で、基質が上部層は粗粒砂と白色状物質が主体とされている。ま

た、上部層は、下部層に比べ層理の識別が可能とされている【図１

９】。下部層の層相は、礫が最大径 30cm・平均 1～3cm の安山岩亜

角～亜円礫主体で、基質が上部層と同質の粗粒砂及び細礫よりなる

とされている。これら上部層と下部層との関係については、既往ス

ケッチの記事では「上部層と下部層との境界は上盤側ではやや不明

瞭」とされており、図中にも壁面の北東側には上部層／下部層の境

界線は描かれていない【図１９】。  
また、全体スケッチ【図１３】において、S-1 から北東側に約 5m

離れた箇所の割れ目には、岩盤上面に見かけ北東側下がりの小段差

があり、砂礫Ⅱ層が段差に入り込む状況が認められる。  
堆積層中の構造については、砂礫Ⅱ層下部層及び同上部層ともに、

スケッチにせん断面の記載はない。また写真でもせん断面は明瞭で

はない【図１９、図２０】。ただし、このことをもって堆積物がせ

ん断の影響を受けていないと判断できるか否かは、イ．b.b-1 で後

述する。堆積物の層理面は、砂礫Ⅱ層上部層／下部層境界、砂礫Ⅱ
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層上部層ともに、S-1 に沿う段差と調和的な方向（南西）に傾斜し、

S-1 直上付近では増傾斜している様子が認められる【図１９】。  
堆積層の層厚については、北陸電力による既往スケッチでは、砂

礫Ⅱ層下部層は S-1 の段差の北東側（高い側）では約 30～40cm、

南西側（低い側）では約 50～60cm であり、南西側の方が厚いとさ

れている。一方、砂礫Ⅱ層上部層、その上位の砂礫Ⅰ層は、ともに

S-1 の段差直上を挟んで層厚が大きく変わらないとされている【図

１９】。ただし、先述のとおり上／下部層境界自体が S-1 の北東側

において不明瞭であることから、少なくとも既往スケッチからは、

下部層の層厚が S-1 の北東側よりも南西側が厚いとの確かな事実関

係は認められなかった。  
なお、スケッチの S-1 に関する記事【図１９】には、「面の表面

には鏡肌が認められ一部に縦ずれ性条線が刻されている」との記載

や、「砂礫Ⅱ層と岩盤の境界付近で粘土は不明瞭となる」との記載

がある。  
④旧 B トレンチ南東壁  

旧 B トレンチ南東壁では、岩盤上面に S-1 に沿う段差があり、北

東側が見かけ約 20cm 高い【図２１】。さらに、トレンチ全体を見る

と、岩盤上面は S-1 の北東側約 2m の傾斜している部分を除くと起

伏の少ないほぼ平坦な形状をしており、S-1 を境にして北東側が 1 m
程度高くなる高度差がある【図１３】。S-1 に沿う岩盤には細粒部が

認められる。この細粒部は、S-1 の北東側（S-1 に沿う岩盤上面の

段差の高い側）の段差の縁にも認められる【図２１】。  
岩盤の直上には、MIS5e の堆積物とされる砂礫Ⅱ層が分布する。

砂礫Ⅱ層には、スケッチにせん断面の記載はない。また、写真でも

せん断面は明瞭ではない【図２１、図２２】。ただし、砂礫Ⅱ層上

面の層理面は、S-1 の段差と調和的な方向（南西）に傾斜している。  
また、S-1 の北東側（S-1 に沿う岩盤上面の段差の高い側）には、

S-1 から約 2m 離れた箇所に、S-1 とは逆傾斜（見かけ南西傾斜）の

構造（複数の平行な割れ目）があり、その構造を境として岩盤上面

に見かけ北東側下がりの小段差が複数認められる【図２１】。この

小段差直上に分布する砂礫Ⅱ層には、スケッチにせん断面の記載は

なく、写真でもせん断面は明瞭ではない。  
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なお、スケッチの S-1 に関する記事【図２１】には、「面の表面

には鏡肌が認められ一部に縦ずれ性条線が刻されている」との記載

や、「砂礫Ⅱ層と岩盤の境界付近で粘土は不明瞭となる」との記載

がある。  
 
イ．考察  
a. 全ての壁面に共通する評価 

旧 A・B トレンチに関して、既往のデータに基づき把握された以上

の情報を俯瞰すると、旧 A・B トレンチの４壁面全てにおいて、以下

の共通点が認められた。  
S-1 に沿って岩盤上面に段差が認められ、段差を介し北東側が南西

側に対し見かけ 20～35cm 程度高い。さらにトレンチ全体を見ると、

S-1 の北東側の一部を除くと岩盤上面は起伏の少ないほぼ平坦な形状

をしており、S-1 を境にして北東側が 1 m 程度高くなる高度差が認め

られる【図１２、図１３】。岩盤上面は、岩盤を覆う MIS5e の海成堆

積物と考えられる砂礫Ⅱ層との不整合面であり、旧 A・B トレンチの

ある中位段丘Ⅰ面が形成された時代の波食面を示している。S-1 に沿

ってこの波食面に系統的な高度差が認められることは、岩盤上面がほ

ぼ平坦に削剥された後に、S-1 のずれによって段差が生じたことを示

唆する。スケッチの記事にある「面の表面には鏡肌が認められ一部に

縦ずれ性条線が刻されている」との記載も、S-1 のずれが縦ずれであ

ることを示唆する。  
また、S-1 沿いの岩盤には軟質と思われる細粒部が分布し、この細

粒部は、S-1 の北東側（S-1 に沿う岩盤上面の段差の高い側）にあた

る段差の縁、すなわち段差の肩部分や壁面に、段差形状を維持して存

在している。北陸電力が説明するように段差が侵食により形成された

場合、S-1 の南西側の硬質な安山岩だけが侵食され、軟質と思われる

細粒部が肩部分や壁面に残ることは難しいと思われる。実際、現在の

海岸に分布する別の“シーム”は、周囲の細粒部全体が一様に侵食さ

れて平坦になっており【図２５】、旧 A・B トレンチの既往スケッチの

状況とは異なる。  
さらに、旧 A・B トレンチでは岩盤の上位に砂礫Ⅱ層及び砂礫Ⅰ層

が分布するが、これらの堆積物の層理面は、全ての壁面において岩盤
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の段差の低下方向と調和的な方向（南西）に傾斜している【図１９】。

また一部の壁面を除き、岩盤の段差直上において、層理面の系統的な

増傾斜も認められる。これら地層の傾斜は、個々には、堆積構造と解

釈する余地もあるが、S-1 の変位によって形成されたとも解釈できる。 
以上の状況は、４壁面全てに共通して見られることから、ある地点

に偶然かつ局所的に生じたものではない。  
なお、既往スケッチには堆積物にせん断面の記載がなく、写真でも

せん断面は明瞭ではない。この点に関し北陸電力は、文献調査、およ

び模型実験、数値実験から、断層運動により岩盤上面に段差が形成さ

れた場合、段差直上付近の砂礫層中には必ずせん断面や地層の擾乱が

生じるとした。ただし、砂礫Ⅱ層のような淘汰の悪い砂礫層の場合、

せん断面や地層の擾乱の識別が難しい。また、砂礫は含水条件では流

動性を持つ。他の活断層の調査では、せん断面が認められない例もあ

る。これらの状況を踏まえると、既往スケッチ及び写真から砂礫Ⅱ層

中にせん断面や地層の擾乱の有無は必ずしも判断できていないと考え

る。  
 

b. 個別の壁面の状況 

旧 A・B トレンチ全体の評価は上記 a.のとおりであるが、個別の壁

面で見られる特徴的な状況についても、以下に記載する。  
b-1. 旧 B トレンチ北西壁の状況  

旧 A・B トレンチでは、旧 B トレンチ北西壁の既往スケッチのみ、

砂礫Ⅱ層が上部層と下部層に区分されている。このうち特に上部層

は下部層に比べて細粒で、層理の識別が可能とされている。このこ

とから、同層堆積後に S-1 の活動により直下の岩盤上面が変位すれ

ば、せん断面が上部層に生じるとの指摘がある。  
しかしながら、先述のとおり、砂礫層中のせん断面や地層の擾乱

の有無の判断は困難である。また、上部層の方が下部層に比べて相

対的に細粒であるものの、先述（＜有識者による評価＞ア．③）の

とおり、上・下部層ともに粗粒砂や礫からなる“砂礫層”である。

変位・変形による明瞭なせん断面や地層の擾乱は認識しがたいと考

えられる。したがって、砂礫Ⅱ層上・下部層は、変位・変形を受け

ている可能性は否定できない。  
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さらに、旧 B トレンチ北西壁では砂礫Ⅱ層が上・下部層に区分さ

れることに着目し、下部層の層厚が S-1 の両側で異なることから【図

１９】、下部層は既存の段差を埋めるように堆積したとの解釈が妥

当との指摘もある。  
しかしながら、先述（＜有識者による評価＞ア．③）のとおり、

上部層・下部層境界は壁面の北東側では不明瞭である。よって、下

部層の層厚が南西側で厚く北東側で薄いと判断することはできな

い。すなわち、砂礫Ⅱ層下部層と上部層とを厳密に区分することに

は疑問であり、少なくとも既往スケッチの知見では、上部層と下部

層の層厚に基づいて S-1 の活動性に関する詳しい議論はできないと

考える。なお、上部層と下部層を区分せず砂礫Ⅱ層全体で見れば、

S-1 を挟んだ壁面の北東側と南西側で層厚に大きな違いはない。  
以上のとおり、旧 B トレンチ北西壁において、堆積物中にせん断

面が認められない（見えない）との指摘、及び砂礫Ⅱ層下部層の層

厚が S-1 を挟んだ北東側と南西側で異なるとの指摘は、先述（イ．

a.）した、S-1 が MIS5e の海成堆積物堆積後に変位したとの解釈を

妨げるものではない。  
 

b-2. B トレンチ北西壁以外の状況  
旧 B トレンチ南東壁のスケッチでは、S-1 の北東側（S-1 に沿う

岩盤上面の段差の高い側）の岩盤中に、せん断面の可能性がある見

かけ南西傾斜（S-1 とは逆傾斜）の割れ目が複数認められる。その

割れ目は、中位段丘Ⅰ面形成時の波食面である岩盤上面（砂礫Ⅱ層

基底）に見かけ北東側下がりの小段差を伴う【図２１】。これらの

小段差を伴う割れ目は、S-1 の北東側（S-1 に沿う岩盤上面の段差

の高い側）にあること、北東側下がりであることから、S-1 が活動

した際のバックスラスト※と解釈される。  
旧 A トレンチ北西壁及び南東壁では、砂礫Ⅱ層と岩盤の境界付近

で断続的に鏡肌が認められるとのスケッチの記事があり、これは、

砂礫Ⅱ層と岩盤の境界部が断層変位したことを示唆するものであ

る。  
なお、旧 A トレンチ北西壁、同南東壁、旧 B トレンチ南東壁の３

壁面とも、B トレンチ北西壁と同様、堆積物中にはスケッチにせん
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断面の記載はなく、写真でもせん断面は明瞭ではない。しかし、淘

汰の悪い砂礫層中において、せん断面や地層の擾乱の有無の判断が

困難であることは、先述のとおりである。  
 
※バックスラスト：逆断層の上盤側に生ずる、当該逆断層とは逆

向きに傾斜する衝上断層。  
 

c. 旧 A・B トレンチにおける S-1 の評価 

旧 A・B トレンチにおいては、４つの全ての壁面において、S-1
に沿って岩盤上面にほぼ一様な段差が認められ、その段差沿い及び

肩部分の岩盤には軟質な細粒部が存在する。岩盤上面は MIS5e の波

食面であり、波食面に系統的な高度差が認められることは、岩盤上

面がほぼ平坦に削剥された後に、S-1 のずれによって段差が生じた

ことを示唆する。さらに、上位の堆積物の層理面は、全て南西側（S-1
の段差と調和的な方向）に傾斜しており、一部の壁面を除けば段差

直上において層理面の系統的な増傾斜も認められる。確かに、各々

の壁面のみの状況を個別に見れば、S-1 沿いの差別侵食及び堆積構

造と解釈する余地もある。しかしながら、４つの全ての壁面におい

て例外なく上記の構造が認められることを考慮すれば、旧 A・B ト

レンチでは、MIS5e の海成堆積物堆積後に S-1 が変位したと解釈す

るのが最も合理的と判断する。  
なお、この解釈は、冒頭述べたように、現在は直接確認できない

露頭の情報（既往スケッチ及び写真）に基づくものである。そのた

め、上記解釈が唯一無二のものであるとは考えないが、少なくとも

既往スケッチ等から判断する限りにおいては、最も合理的な解釈で

ある。S-1 が上部更新統に変位・変形を及ぼしたとの解釈を明確に

否定する根拠があるとは言えない。  
 

(2) 旧 A・B トレンチ以外の既往データの解釈  
＜北陸電力の説明＞  

１号炉原子炉建屋底盤（EL-7.1m）で確認された S-1 では、旧 B ト

レンチと今回掘削した岩盤調査坑（後述）との間の複数箇所において、

帯状を呈する火山砕屑岩（以下、「帯状火砕岩」という。）が S-1 を分
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断するように分布しており、そこに破断等の変状は認められていなか

った【図２６、図２７、図２８】。  
このことは、そこに変位の繰り返しがあったとは考えがたく、旧 A・

B トレンチにおいて「シーム S-1 は活動性が問題となるものではない」

と評価したことを支持している。  
 

＜有識者による評価＞  
１号炉建屋底盤は、現在では確認することができず、評価は既存の

スケッチ及び写真に基づく。  
１号炉建屋底盤では、帯状火砕岩が S-1 を分断する箇所がある【図

２７、図２８】。しかし、写真①【図２７】では、S-1 が湾曲し帯状火

砕岩を迂回するような、せん断面状の構造が認められる。  
また、帯状火砕岩は、岩相からは、形成当初は流動性を有していた

ものと考えられる。すなわち、帯状火砕岩は、S-1 の活動性を確実に

否定する指標とはならない。  
さらに、新たに掘削された岩盤調査坑の調査結果によれば、S-1 を

介して帯状火砕岩ⅠとⅡが接しており（【図２９】に No.30 切羽の例）、

S-1 には条線も認められている（1.3 節で後述）ことから、S-1 が帯状

火砕岩を変位させたことを示している。一方で、１号炉建屋底盤の既

存スケッチは、帯状火砕岩が変位していないように描かれている。す

なわち、１号炉建屋底盤の既存スケッチの記載は、新たに掘削された

岩盤調査坑での観察事実と異なっている。  
以上より、帯状火砕岩は、１号炉建屋底盤における S-1 の変位の有

無を判断するための適切なマーカーではない。すなわち、１号炉原子

炉建屋底盤の既往データからは、S-1 の活動性を判断できない。  
 

１．２．S-1 と線状地形との関係  
有識者会合は、第１回評価会合において、S-1 及び S-2・S-6 とほぼ

一致する位置に線状地形が認められることを指摘した【図３０】。以下

では、このうち S-1 とほぼ一致する線状地形について、北陸電力によ

る検討結果と有識者の評価を記載する。  
＜北陸電力の説明＞  

S-1 と有識者が指摘する線状的様相を呈する地形との関係について、
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発電所建設以前の空中写真にもとづき、詳細な地形解析を実施した。

また、トレンチ調査結果や既往ボーリングデータ等の地質データも踏

まえ、線状的様相を呈する地形の成因について考察した【図３１】。  
その結果、線状的様相を呈する地形は、南東部は S-1 周辺の岩盤弱

部が差別侵食を受けて形成されたものと推定され、北西部は中位段丘

Ⅰ面の旧汀線と推定される。  
○線状的様相を呈する地形の南東部は直線状の谷、北西部は直線状の

山地斜面基部が見られるが、両地点の地形は連続しない。  
○直線状の谷は、その上流部はシーム S-1 の位置にほぼ一致すること

から、シーム S-1 周辺の岩盤弱部が差別侵食を受けて形成されたも

のと推定される。  
○山地斜面基部の地形については、以下の状況が確認されることから、

当該地形は中位段丘Ⅰ面の旧汀線と推定される。  
・南東方では当該地形が消滅し上記の谷とは連続しない  
・当該地形の北西方では中位段丘Ⅰ面に高度不連続がない。  
・当該地形とシーム S-1 の位置は一致しない。  
・当該地形は中位段丘Ⅰ面の旧汀線位置にほぼ一致する。  

 
＜有識者による評価＞  

S-1 沿いの線状地形については、差別侵食によって形成された可能

性もあるが、仮に差別侵食によるものとしても、後述（1.7）のとおり、

S-1 の後期更新世以降の活動を否定するものではない。  
 

１．３．岩盤調査坑  
＜北陸電力の説明＞  

S-1 の性状等を確認するために岩盤調査坑を掘削し、S-1 を直接調

査した【図１１、図３２】。  
横坑の北東側壁（No.7～No.15 間では両側壁）には堅硬な穴水累層

の安山岩（均質）が分布し、南西側壁及び底盤には、異色礫や円礫～

亜角礫を含む帯状火砕岩が分布している。帯状火砕岩は、複数の岩相

からなり、主として凝灰角礫岩からなる部分を「帯状火砕岩Ⅰ」、基質

が黄灰色を呈する主として火山礫凝灰岩からなる部分を「帯状火砕岩

Ⅱ」、細粒な部分を「凝灰質な細粒部」とした。  
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S-1 は、褐色～赤褐色を呈する粘土からなり、帯状火砕岩中に認め

られ、概ね凝灰質な細粒部や帯状火砕岩Ⅱに沿って分布する。  
S-1 の北東側には、S-1 とほぼ並行して、褐色～赤褐色を呈する粘

土からなるシーム（以下、S-1’という。）が分布する。  
S-1’は、全体として直線性に乏しく、割れ目に沿って屈曲している

部分が認められる。また、S-1’は No.27 切羽付近より北西側では認め

られなくなる。  
S-1 については、以下の性状が確認されたことから、安山岩礫に破

断等の変状を与えるような変位の繰り返しがあったとは考えがたく、

このことは、旧 A・B トレンチにおいて「シーム S-1 は活動性が問題

となるものではない」と評価したことを支持している。  
・岩盤調査坑で、S-1 の走向・傾斜は概ね N41°W・80°NE～N67°

W・70°NE である。  
・S-1 の周辺では、S-1 に漸近するにしたがって、割れ目の増加や

礫の細粒化の傾向は認められない【図２９】。  
・S-1 及びその近傍の詳細な観察の結果、礫がシーム S-1 中に入り

込んでいるように分布している【図３３】。  
・S-1 周辺では、帯状火砕岩中の R1 面と砕屑物の配列から想定さ

れる P 面より、正断層センスが推定される。一方、S-1 の条線か

ら推定される変位センスは、右横ずれの逆断層センスである【図

３４】。  
 

＜有識者による評価＞  
岩盤調査坑では、S-1 中に礫が入り込む状況が認められる。しかし、

この礫は S-1 を完全には分断していない【図３３】。よって、この礫

は、S-1 の変位マーカーとして用いるには不適切である。  
また、岩盤調査坑における S-1 は、NW-SE 走向で北東傾斜であり、

北西方向に沈下する条線が認められ、条線の変位センスは逆断層であ

る【図３４】。このことは、S-1 の運動により北東側が上昇したことを

示す。この動きは、先述した旧 A・B トレンチにおける S-1 に沿う段

差は北東側が高いこと、スケッチの記事に「縦ずれ性条線が刻されて

いる」との記載があること【図１４、図１６、図１９、図２１】と調

和的であり、旧 A・B トレンチの段差が S-1 の北東側隆起の逆断層活
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動による変位と考えて矛盾はない。  
 

１．４．S-1 のトレンチ調査  
S-1 の連続性確認のため、北陸電力により、1 号原子炉建屋から南

東方向の約 0.6km 間において、ボーリング調査、トレンチ調査、ピッ

ト調査及び表土剥ぎ取り調査を約 30 箇所で行った【図１１】。このう

ち、上載地層と S-1 の関係が確認されたのは、駐車場南側法面、駐車

場南東方トレンチ及びえん堤左岸トレンチの 3 箇所である。  
以下では、上記 3 箇所における S-1 の活動性評価を記載する。  

＜北陸電力の説明＞  
①駐車場南側法面  

当法面において、S-1 は、穴水累層の岩盤の上面付近まで認めら

れているが、岩盤上面付近において、有識者から指摘があったよう

なくさび状に上位の堆積物が落ち込む状況は見られず、S-1 を含む

岩盤の上面及びその上位のシルト質礫層及びシルト層に変位・変形

は認められない【図３５】。  
岩盤上位に分布するシルト質礫層及びシルト層については、以下

を根拠として、高位段丘Ⅰ面相当の堆積物であると考えられる【図

３６】。  
・S-1 付近の岩盤上位にはシルト質礫層及びシルト層が分布し、

その上には下位より、明瞭なトラ斑を伴う周辺の高位段丘の土

壌と同様な赤色土壌、淡いトラ斑を伴う赤褐色土壌、明褐色土

壌等が分布する。それらの標高は 33～39m 程度である。  
・明瞭なトラ斑を伴う赤色土壌は、松井・加藤（1965）、成瀬（1974）、

阿部他（1985）、Nagatsuka and Maejima (2001)、赤木他（2003）
等によれば、下末吉期の温暖な気候下で形成されたと考えられ、

いずれも高位段丘を識別する重要な特徴とされている。  
・赤色土壌について実施した遊離酸化鉄分析の結果、永塚（1975）

が区分した赤色土に相当する。  
・火山灰分析の結果、主に明褐色土壌中に姶良 Tn テフラ（AT： 

約 2.6 万年前～  約 2.9 万年前：  町田・新井 (2003)）、赤褐色

土壌中に鬼界葛原テフラ（K-Tz：約 9.5 万年前：町田・新井

(2003)）が認められる。  
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以上より、S-1 は 12～13 万年前以降の活動はない。  
 

②駐車場南東方トレンチ  
S-1 を含む岩盤の上面及びその上位の砂礫層等に変位・変形は認

められない。岩盤と堆積物との境界にはウェッジ（くさび）状の構

造が認められるが、薄片観察など各種分析で詳細に検討したところ、

そこに堆積する砂質シルト層に礫等の定向配列や堆積構造の乱れ

は認められず、その上位の砂礫層 (1)に変位・変形は認められない【図

３７】。  
岩盤の上位に分布する砂礫層については、以下を根拠として、高

位段丘Ⅰ面の堆積物であると判断している【図３８】。  
・S-1 付近の岩盤の上位には、円礫が卓越し、礫支持構造である

砂礫層が分布する。南壁面において、礫の長軸は西側に傾斜し、

西側からの水流を反映するインブリケーションを示す。  
・その上には下位より、赤色土壌（礫混じり）、周辺の高位段丘の

土壌と同様な赤色土壌、赤褐色土壌が分布、それらの標高は 38
～40m 程度である。  

・火山灰分析の結果、測線 P2、P3 において、赤褐色土壌の上部

から K-Tz が認められる。  
・赤色土壌について実施した遊離酸化鉄分析の結果、永塚（1975）

が区分した赤色土に相当する。  
以上より、S-1 は少なくとも 12～13 万年前以降の活動はない。  

 
③えん堤左岸トレンチ  

肉眼観察のほか、薄片観察等で詳細に検討したところ、S-1 を含

む岩盤の上面及びその上位のシルト質砂礫層に変位・変形は認めら

れない【図３９、図４０】。  
岩盤の上位に分布するシルト質砂礫層については、以下を根拠と

して、高位段丘Ⅰ面の堆積物であると判断している【図４０】。  
・S-1 付近の岩盤の上位にはシルト質砂礫層が分布する。その上

には下位より、周辺の高位段丘の土壌と同様な赤色土壌、赤褐

色土壌等が分布し、それらの標高は 35～39m 程度である。  
・火山灰分析の結果、明褐色土壌及び赤褐色土壌が分布する T1、
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T5、T6 では、赤褐色土壌の上部において K-Tz が認められる。

なお、黄褐色シルト層において AT 及び K-Tz（β石英再堆積）

が認められる。T2～T4 で赤褐色土壌において K-Tz が認められ

ないのは、赤褐色土壌の上位層である黄褐色シルト層等が K-Tz
の降灰層を削剥したためであり、その際に黄褐色シルト層中に

K-Tz のβ石英が再堆積により混入したものと考えられる。  
・赤色土壌について実施した遊離酸化鉄分析の結果、永塚（1975）

が区分した赤色土に相当する。  
以上より、S-1 は少なくとも 12～13 万年前以降の活動はない。  

 
＜有識者による評価＞  
①駐車場南側法面  

駐車場南側法面では、 S-1 及びその周囲を含め岩盤の上面に変

位・変形は認められない。岩盤の上位に分布するいずれの堆積物に

も、変位・変形は認められない【図３５、図３６】。  
堆積物の年代については、北陸電力は、前述のとおり岩盤直上の

シルト質礫層及びシルト層よりも上位の地層を対象に様々な分析

を行い、その結果をもとに、岩盤直上のシルト質礫層及びシルト層

が高位段丘Ⅰ面相当の堆積物であるとしている。しかしながら、当

法面は高位段丘Ⅰ面の端部の斜面であり、法面最上部の地表面は見

かけ 10°程度で西（海）方向へ傾斜し、層理面も地表面と同様に傾

き下がることから、堆積物は斜面堆積物であり、テフラやそれを含

む赤色土が再堆積である可能性が高い。したがって、当法面で見ら

れる地層が、高位段丘Ⅰ面堆積物であるとは言えない。  
以上のことから、駐車場南側法面では、S-1 は岩盤上面や堆積物

に変位・変形を与えた様子は認められないものの、断層を覆う斜面

堆積物の堆積年代は 12～13 万年前より新しいと判断される。従っ

て、当法面に基づき S-1 の活動を評価することはできない。  
②駐車場南東方トレンチ  

駐車場南東方トレンチでは、S-1 及びその周囲を含め岩盤上面に

は変位・変形は認められない【図３７、図３８】。ただし、東壁面

の岩盤上面には、S-1 に沿って堆積物がくさび状に落ち込んでいる

様子が認められている。くさび状の落ち込みが S-1 の活動で形成さ
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れたものかどうかは明確ではないが、上位を高位段丘Ⅰ面堆積物の

砂礫層 (2)が覆っており、そこに変位・変形が見られないことから、

S-1 には、少なくとも後期更新世以降の活動はないと判断する。  
堆積物の年代については、当トレンチが高位段丘Ⅰ面上に位置す

ること、周囲の高位段丘の構成層上位に分布する土壌と同様な赤色

土壌、赤褐色土壌が分布し、それらの標高は 38～40m 程度である

こと、円礫が卓越する砂礫層よりさらに上位の赤褐色土壌の上部か

ら K-Tz が産出することから、少なくとも後期更新世よりは古いと

考えられる。  
以上のことから、駐車場南東方トレンチでは、S-1 は少なくとも

高位段丘Ⅰ面堆積物に変位・変形を与えておらず、後期更新世以降

には活動していないと考えられる。  
③えん堤左岸トレンチ  

えん堤左岸トレンチでは、岩盤の上面には S-1 及びその周囲を含

め変位・変形は認められない【図３９、図４０】。岩盤の上位に分

布する堆積物も、岩盤直上のシルト質砂礫層を含め、いずれの堆積

層にも変位・変形は認められない。  
堆積物の年代については、当トレンチが高位段丘Ⅰ面上に位置す

ること、周囲の高位段丘の構成層上位に分布する土壌と同様な赤色

土壌、赤褐色土壌が分布し、それらの標高は 35～39m 程度である

こと、赤褐色土壌の上部から K-Tz が産出することから、少なくと

も後期更新世よりは古いと考えられる。  
以上のことから、えん堤左岸トレンチでは、S-1 は岩盤上面及び

高位段丘Ⅰ面堆積物に変位・変形を与えておらず、後期更新世以降

には活動していないと考えられる。  
 

１．５．S-1 の深部への連続性  
＜北陸電力の説明＞  
・S-1 の深部への連続性を確認する L 測線【図４１】では、給水処理

建屋付近道路トレンチ、L-12.2（斜孔）、L-12.5 で認められた S-1 の
延長方向において、L-13.5、L-14’（斜孔）、L-13.7、大深度ボーリ

ングのいずれの孔でも、シームが認められず、下方には連続してい

ない。なお、L-13.5 の深度 293.88m の「シームを伴う割れ目」に
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ついては、従来 S-1 と評価していたが、走向が N2°W・85°NE で
あり、S-1 とは調和的でないこと等から S-1 ではないと再評価した。 

・同様に M 測線【図４１】においては、駐車場南側法面及び M-12.5
で認められた S-1 の延長方向において、M-13’、M-14’（斜孔）、

M-14 のいずれの孔でもシームが認められず、下方には連続してい

ない。M-14’の深度 181.96m に「シームを伴う割れ目」が認めら

れたが、連続性から考慮してシーム S-1 ではないと判断した。  
 

＜有識者による評価＞  
L 測線では、S-1 の深部延長に相当する L-13.5 の深度 293.9ｍ付近

に、北陸電力が当初 S-1 と認定していた「シームを伴う割れ目」が存

在する。L-13.7 の深度 314.6m 付近には、走向傾斜などが S-1 に調和

的な「シームを伴う割れ目」が存在する。また、L-14’にも、シーム

は伴わないものの、シルトの付着する鏡肌は数か所で確認されている。

また大深度ボーリングにおいても、深度 490ｍ付近に条線を持つ割れ

目が数か所に存在している。  
M 測線では、M-14’の深度 182ｍ付近、および M-14 の深度 361.7m

付近に走向・傾斜が N51°W・68°NE と、その付近の浅部の S-1 に

調和的な「シームを伴う割れ目」が存在する。断面図上で浅部の S-1
の直線延長とは少しずれるが、M 測線付近において S-1 が若干屈曲し

ていることを考えると、断層面の屈曲や、他構造への変位の乗り移り

の可能性もある。  
以上より、現在のところ、L 測線、M 測線ともに、深部における S-1

の存在について、十分に検討できるだけの情報がないと考える。した

がって、現時点では、S-1 の深部延長について結論を出すことはでき

ない。  
 

１．６．S-1 の運動方向の検討  
＜北陸電力の説明＞  

岩盤調査坑においては、条線観察、研磨片・薄片観察から S-1 は右

横ずれの逆断層センスを示す【図３４】。また岩盤調査坑以外で変位

センスが確認できた場所はいずれも右横ずれの逆断層センスを示す

【図４２】。  
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多重逆解法（山路他 ,2011）により S-1 で得られた 23 個のデータを

用いて断層の古応力場を解析した結果、NNW-SSE 圧縮に近い応力場

が求められた【図４３】。また Kato et al.(2011)の深度 0～4 ㎞の範囲

の応力逆解析の結果を図読して現応力とし、それと S-1 で得られた断

層運動方向とのミスフィット角（応力テンソルから計算される断層の

理論的運動方向のレイクと実際の条線のレイクの角度差）を計算した。

全データについてミスフィット角は  120～180°であり、現在の応力

場では S-1 の動きを説明することはできない【図４４】。なお、第２

回評価会合で有識者の指摘を受けて実施した、敷地内シームが広域応

力場の影響を受けると仮定した場合の能登半島の構造発達史との照

合の結果、S-1 は後期中新世のほぼ N-S 方向の圧縮場【図１０】の構

造運動に対応する可能性がある。  
 

＜有識者による評価＞  
S-1 で観察される条線から逆解析した応力場は、類似したデータに

基づく解であり、解の妥当性に疑問がある。一方、北陸電力による Kato 
et al. (2011) が求めた能登半島の応力場に基づくミスフィット角の解

析は妥当なものと考える。すなわち、条線に基づく S-1 の運動方向は、

現在の広域的な応力場によっては説明できないと考える【図４４】。  
なお活動時期については、運動方向にのみ基づき結論は出せないこ

と、北陸電力の応力逆解析の妥当性に問題があることからここでは評

価できない。  
 

１．７．S-1 の活動性評価  
1.1 節～1.6 節の検討に基づいて、S-1 の活動性評価を行う。  

＜北陸電力の説明＞  
S-1 は、岩盤中において、S-2・S-6 との接点から南東方向に約 780m

連続する。S-1 の北西部に位置する旧 A・B トレンチでは、S-1 に岩盤

上面の段差が認められるが、中位段丘Ⅰ面の堆積物にせん断面や地層

の擾乱は認められず、活断層調査事例等の知見に照らしても、この岩

盤上面の段差を断層変位とする具体的な根拠は認められない。仮に、

旧トレンチ位置での岩盤上面の段差（数 10cm）が断層変位によるも

のと仮定した場合、長さ約 780m の S-1 の区間で、北西部の約 70ｍ区
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間のみに変位が出現したこととなり、広域的な応力場にも合わない状

況の中で非常に不自然な動きであり、このようなことが起こったとは

考えにくい【図４５】。海岸部や防潮堤基礎部では差別侵食により形成

されたシーム沿いの段差が多く見られており、旧 A・B トレンチ壁面

の詳細観察結果も踏まえると、旧 A・B トレンチの岩盤上面の段差は

差別侵食によるものと考えられる。  
また、建設時の１号機基礎掘削底面でも S-1 が帯状火砕岩に分断さ

れていたこと、追加のトレンチ調査でも高位段丘Ⅰ面堆積物に変位・

変形が認められないこと等、少なくとも 12～13 万年前以降に S-1 が

活動した根拠は認められない。  
このことは、地形解析で旧トレンチ位置には傾斜変換等の地形の異

常は認められないこと、応力解析により広域的な応力場では S-1 の動

きを説明することができないこと、周辺断層の活動を想定した場合の

応力計算でも旧トレンチ付近が動きやすい傾向は認められないこと等

と調和的である。  
以上より、S-1 は、少なくとも 12～13 万年前以降の活動は考えられ

ず、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断する【図４６】。 
 

＜有識者による評価＞  
1.1 節～1.6 節の検討により、S-1 の活動性について以下のとおり評

価する。各々の調査位置は、図１１を参照のこと。  
S-1 の北西部に位置する旧 A・B トレンチでは、既往スケッチ及び

写真等に基づく検討【図１２～図２５】から、MIS5e の海成堆積物堆

積後に変位したと解釈するのが合理的と判断した（1.1.(1)節）。また、

旧 A・B トレンチ近傍の岩盤調査坑では、S-1 に右横ずれ逆断層で北

東側が隆起する運動方向が得られており【図３４】、このことは旧 A・

B トレンチにおける S-1 に沿う岩盤上面の段差で北東側が高まってい

ること、スケッチの記事に「縦ずれ性条線が刻されている」との記載

があること（1.1.(1)節）と調和的である（1.3 節）。  
旧 A・B トレンチよりも南東側では、１号炉建屋底盤の既往データ

【図２６～図２８】、また岩盤調査坑でも、S-1 の変位の有無を判断す

るための適切な変位マーカーが認められなかった（1.1.(2)節及び 1.3
節）。一方で、岩盤調査坑等で確認された条線に基づく S-1 の運動方
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向は現在の広域的な応力場によっては説明できないと判断した【図４

４】（1.6 節）。  
さらに、S-1 の南東部に位置する駐車場南東方トレンチ及びえん堤

左岸トレンチでは、S-1 は、少なくとも高位段丘Ⅰ面堆積物に変位・

変形を与えておらず【図３８、図４０】、後期更新世以降には活動して

いないと判断した（1.4 節）。なお、駐車場南側法面では、上載層が再

堆積である可能性が高く【図３６】、S-1 の後期更新世以降の活動を判

断することができなかった（1.4 節）。  
以上のことから、S-1 の北西部については、旧 A・B トレンチ既往

スケッチ及び岩盤調査坑で確認された運動方向の情報から、後期更新

世以降に、北東側隆起の逆断層活動により変位したと解釈するのが合

理的と判断する【図１１、図４５】。一方、駐車場南東方トレンチを含

めて、それより南東部については後期更新世以降の活動はないと判断

する。  
 

 
２．S-2・S-6 の評価  
２．１．S-2・S-6 と線状地形との関係  

有識者が指摘した S-2・S-6 とほぼ一致する線状地形についての、

北陸電力による検討結果と、有識者の評価を記載する  
＜北陸電力の説明＞  

発電所建設以前の空中写真にもとづき詳細な地形解析を実施し、ト

レンチ調査結果や既往ボーリングデータ等の地質データも踏まえ、有

識者から指摘された線状的様相を呈する地形の成因について考察した

【図３０】。検討は、図３０に示すエリアごとに行った。  
その結果、線状的様相を呈する地形は、シーム周辺の岩盤性状を反

映して形成された組織地形や人工改変により形成されたものと推定さ

れる。  
〔エリア１：直線状の谷、山地斜面基部【図４７】〕  

○谷の東側縁辺の基部は直線性を呈する。  
○S-2・S-6 は、直線状の谷のほぼ中央に位置する。  
○1 号機基礎掘削データ及びトレンチ調査の結果によれば、山地斜

面基部には、シーム等の構造は認められない。  
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○S-2・S-6 の位置を考慮すると、S-2・S-6 周辺の岩盤が相対的弱

部となり差別侵食を受けて形成されたものと推定される。  
○直線性を呈する山地斜面基部は、地質データを踏まえると、上記

の谷周辺に耕地を整備したことにより形成されたものと推定され

る。  
〔エリア２：段丘面上の凹地【図４８】〕  

○段丘面上に凹地が認められる。S-2・S-6 は、この凹地の位置とは

一致しない。  
○凹地及び S-2・S-6 を挟んで、中位段丘Ⅰ面下の岩盤上面高度は、

海側に向かって徐々に低下する。（1-1'断面【図４８】より）  
○  凹地及び S-2・S-6 を挟んで、丘陵平坦部はほぼ同一勾配となっ

ており、傾斜変換等は認められない。  
○段丘面上の凹地は、S-2・S-6 の位置及び地質データを踏まえると、

道路建設による改変により形成されたものと推定される。  
〔エリア３：上流部で閉塞状を呈する谷の縁辺【図４９】〕  

○上流部で閉塞状を呈する谷が認められる。S-2・S-6 は、この谷の

上流縁辺部とは方向・位置がやや異なる。  
○閉塞状を呈する谷の位置には、人工的に改変された地形（道路）

が認められる。  
○当該縁辺の上流にも谷が認められ、この谷と閉塞状を呈する谷の

谷底高度はほぼ連続する（1-1'断面【図４９】より）  
○谷（耕地）は、谷幅に比べて浅く、また谷を横断する道路より上

流部の谷の長さに比べて谷幅が広いことから、耕地を整備したこ

とにより拡幅されたことが推定される。  
○閉塞状を呈する谷は、道路建設及び耕地を整備したことによる改

変により形成されたものと推定される。  
〔エリア４：段丘面の南北縁辺に認められる谷【図５０】〕  

○段丘面の南北縁辺に認められる谷。S-2・S-6 は、この谷とほぼ一

致する。  
○S-2・S-6 を挟んで、中位段丘Ⅰ面下の岩盤上面高度は、海側に向

かって徐々に低下する。（3-3'断面【図５０】より）  
○一方で段丘面の中央部では谷が認められない（3-3'、4-4'断面【図

５０】より）。  
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○谷及び S-2・S-6 を挟んで、段丘面ではほぼ同一勾配となってお

り、傾斜変換等は認められない。  
○段丘面の南北縁辺に認められる谷は、S-2・S-6 の位置及び地質デ

ータをも考慮すると、S-2・S-6 周辺の岩盤が相対的弱部となり側

方侵食により形成されたものと推定される。  
〔エリア５：段丘面の傾斜変換（海側が凸状を呈する）【図５１】〕  
○段丘面上の傾斜変換部（海側が凸状を呈する）が認められる。S-2・

S-6 は、この位置とほぼ一致する。  
○傾斜変換部の位置におけるトレンチ調査の結果、岩盤中に S-2・S-6

が認められ、同岩盤を覆う堆積物に変位・変形は認められない（詳

細は 2.2 節で後述）。  
○傾斜変換部北方延長におけるボーリング調査（B-9-1 孔）の結果、

シーム等の構造は認められない。  
○凸状を呈する地形の頂部付近を横断して群列ボーリングを実施し

たが、当該地形周辺の浅層部は改変を受けており、地質の状況（岩

盤上面形状含む）は確認できなかった【図５２】。  
○エリア５付近に見られる凸状を呈する地形については、改変により

地質状況を確認できなかった。ただし、当該地形は他のエリアには

見られない局所的なものであり、防潮堤基礎部や海岸部では岩盤上

面に凸状を呈する形状が一般的に見られ、さらに、当該地形の縁辺

部に分布する S-2・S-6 のトレンチでは 12 万～13 万年前以降の活

動はないと評価している。これらを考慮すると、当該地形の成因は、

波食台形成時における岩盤上面の起伏を反映したものと推定され

る。  
 

＜有識者による評価＞  
断面図の名称は、同じ位置でも資料によって異なるため、以下で

は、第 2 回評価会合（H26.7.11）資料「志賀・現調３－１」で示さ

れた断面図の名称に統一して記述する。  
エリア５の敷地造成前（既に開墾されている）の地形は、2-2’断

面（「志賀・現調６」資料では 6-6’）において、S-2・S-6 通過位置

の海側（西側）の地形が高く、山側（東側）が低くなる特徴が認め

られる【図５２】。また岩盤上面の高度についても、S-2・S-6 より
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海側の凸状地形の位置で掘削されたボーリングでは標高 20.67m
（C-9’孔：改変あり）ないし 20.94m（C-9 孔）であるのに対し、S-2・
S-6 付近とされる No.3 トレンチ（改変なし）では標高 19.3m～20.7m
※である。S-2・S-6 より海側（西側）は発電所建設のために改変さ

れ、岩盤上部が掘削・除去されているにもかかわらず、海側の岩盤

上面の方が、改変されていない S-2・S-6 付近の岩盤上面よりも高

い【図５２の断面図】。なお、エリア５内に位置する No.2 トレンチ

では、地形及び岩盤上面の傾向と同様、M1 面堆積物の層理面が山

側（東側）へ緩やかに傾斜する（2.2 節で後述）。  
エリア４では、3-3’断面において、敷地造成前（既に開墾されて

いる）の地形は単調に海側（西側）に向かい低くなる傾向を示すの

に対し、1 号機設置時のボーリングコア試料に基づく岩盤上面形状

は、S-2・S-6 付近で山側（東側）に傾きを減じる（減傾斜する）【図

５３下の断面図】。  
エリア２でも、2-2’断面において敷地造成前（既に開墾されてい

る）の地形に、S-2・S-6 通過位置の海側（西側）が高く、山側（東

側）が低くなる傾向が認められる【図５３上の断面図】。  
以上のように、S-2・S-6 周辺では、地形、岩盤上面ともに、複数

の箇所で海側の方が高まるないしは減傾斜する傾向が認められた。

この傾向は、線状地形が組織地形や人工改変によるものではなく、

S-2・S-6 の後期更新世以降の活動で生じた、海側（西側）隆起の変

動地形であることを示唆する。  
 

※第 6 回評価会合資料「参考資料３」で示された値。  
 
２．２．S-2・S-6 のトレンチ調査・ボーリング調査  

S-2・S-6 では、北陸電力により、旧 S-2 を対象に事務本館前トレン

チの１箇所、旧 S-6 を対象に No1～No.3 トレンチの３箇所の、計４箇

所でトレンチ調査が実施された【図５４】。また S-2・S-6 の連続性を

確認するため複数のボーリング調査が実施された。以下では、上記４

箇所におけるトレンチ調査結果と、C-9.2 孔及び B-9-1 孔のボーリン

グ調査結果を記載する。  
＜北陸電力の説明＞  
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S-2・S-6 に沿って行われたトレンチのうち、No. 2 と No. 3 トレン

チは中位段丘Ⅰ面内（小池・町田 , 2001 の mT5e に対応）に位置して

おり、No. 3 トレンチについては、同段丘面のほぼ中央にあたる。一

方、No. 1 トレンチは中位段丘Ⅰ面を開析した谷付近に位置し、その

標高は周辺の中位段丘Ⅰ面より低い【図５５】。  
①事務本館前トレンチ  

事務本館前トレンチでは、通路西側トレンチにおいて S-2・S-6 を

確認した【図５６、図５７】。S-2・S-6 は東側の安山岩（角礫質）と

西側の凝灰角礫岩の境界に分布し、走向・傾斜は N20°E・70°NW
を示す。幅 2～5cm の灰白色粘土からなる。  

岩盤上位の砂礫層中には、堆積構造の乱れや礫の定向配列は認めら

れない。砂礫層最下部に含まれる木片の放射性炭素年代測定（ 14C 年

代測定）値は、5,970±40yBP（暦年補正）である。  
 

②No.1 トレンチ  
No.1 トレンチにおいて、穴水累層の岩盤の上面まで S-2・S-6 を確

認した【図５８、図５９】。  
岩盤を覆う堆積物は、下位から c 層、b 層及び a 層に区分される。

岩盤直上を覆う c 層は、基質はシルト混じり細～粗粒砂からなり、比

較的新鮮で硬質な角～亜円礫を含む。火山灰分析の結果、 c 層上部に

は AT 及び K-Tz 火山灰が混在していることから、同層は再堆積した

ものであると考えられ、堆積年代は AT 降灰時期（2.6 万～2.9 万年前）

以降と考えられる【図６０、図６１】。  
〔北面〕  
・S-2・S-6 は厚さフィルム状～0.3cm 程度の黄灰色を呈する粘土から

なり、走向・傾斜は N20°E・74°NW である。  
・岩盤上面に凹凸はあるものの、岩盤上面高度は S-2・S-6 の両側で

ほぼ等しく、S-2・S-6 を含む岩盤の上面及びその上位のシルト混じ

り砂礫層等に変位、変形は認められない。  
・S-2・S-6 部分を詳細に見ても、岩盤を不整合に覆うシルト混じり砂

礫層中には断層運動を示唆する堆積構造の乱れや礫の定向配列は認

められない。  
〔南面〕  
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・S-2・S-6 は厚さはフィルム状～0.3cm 程度の黄灰色を呈する粘土か

らなり、走向・傾斜は N6°W・78°SW である。  
・岩盤上面に凹凸はあるものの、岩盤上面高度は S-2・S-6 の両側で

ほぼ等しく、岩盤上位のシルト混じり砂礫層等に変位、変形は認め

られない。  
・S-2・S-6 部分を詳細に見ても、岩盤の上面に小さな段差が認められ

るものの、S-2・S-6 直上において、岩盤を不整合に覆うシルト混じ

り砂礫層中には断層運動を示唆する堆積構造の乱れや礫の定向配列

は認められない。  
 

③No.2 トレンチ  
No.2 トレンチにおいて、穴水累層の岩盤の上面まで S-2・S-6 を確

認した【図６２、図６３】。  
岩盤を覆う堆積物は、下位から g 層及び e 層に区分される。岩盤直

上を覆う g 層は、基質はシルト質中～粗粒砂からなり、一部くさり礫

化が進んだ亜円～亜角礫を含む。また、岩盤上面とほぼ平行な複数の

層理が認められる。火山灰分析の結果、g 層上位の e 層には K-Tz 火

山灰の降灰層準（9.5 万年前）が認められる。これらのこと等から、

No.2 トレンチの砂礫層（g 層）は、MIS5e の海成の堆積物であると考

えられる【図６０、図６１】。  
No.2 トレンチでは、以下のとおり S-2・S-6 が確認された北面中央、

南面及びその周辺の比較的連続性のよい明瞭な割れ目がある北面西側、

北面東側を中心に調査したが、いずれの箇所でも岩盤の上面及びその

直上の MIS5e の海成の堆積物 g 層に変位・変形が認められないことが

確認されることから、12 万～13 万年前以降の活動はない。  
〔北面中央〕【図６４】  
・S-2・S-6 は厚さフィルム状～0.2cm の明褐色～明褐灰色を呈する粘

土からなり、走向・傾斜は N17°W/68°SW である【図６３】。  
・S-2・S-6 付近の岩盤上面の凹部には、g 層が入り込むように堆積し

ている。  
・凹部を挟んで両側の岩盤は、ほぼ同じ高さである。  
・S-2・S-6 直上の g 層中には、せん断面は認められない。  
・上方の g 層中に認められる堆積構造は、岩盤上面とほぼ平行に分布
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し、堆積構造の乱れは認められない【図６５】。  
〔北面西側〕【図６６】  
・岩盤中には割れ目が認められ、割れ目付近の岩盤上面のくさび部に

は、g 層が入り込むように堆積している。  
・くさび部を挟んで両側の岩盤は、ほぼ同じ高さである。  
・割れ目直上の g 層中には、せん断面は認められない。  
・くさび部を埋めるように堆積する g 層中の礫には定向性を示す傾向

は認められず、また上方の g 層中に認められる堆積構造は、岩盤上

面とほぼ平行に分布し、堆積構造の乱れは認められない【図６５】。 
〔北面東側〕【図６７】  
・岩盤中には割れ目が認められ、割れ目付近の岩盤上面の凹部には、

g 層が入り込むように堆積している。  
・凹部を挟んで両側の岩盤は、ほぼ同じ高さである。  
・割れ目直上の g 層中には、せん断面は認められない。  
・上方の g 層中に認められる堆積構造や層理は、岩盤上面とほぼ平行

に分布し、堆積構造の乱れは認められない【図６５】。  
・当初の掘削面では、凹地西側で岩盤に沿う礫が認められたものの、

薄片観察を実施した結果、割れ目の延長線上にはせん断面が認めら

れず、また、再整形することによりその背面には岩盤が分布し、岩

盤境界は緩やかな凹地形状を呈することが確認された【図６８】。  
〔南面〕【図６９】  
・S-2・S-6 は厚さフィルム状～0.2cm の明褐色～明褐灰色を呈する粘

土からなり、走向・傾斜は N17°W・68°SW である。  
・S-2・S-6 付近の岩盤上面の凹部には、g 層が入り込むように堆積し

ている。  
・凹部を挟んで両側の岩盤は、ほぼ同じ高さである。  
・S-2・S-6 及び割れ目（北面東側に連続するもの）直上の g 層中には、

せん断面は認められない。  
・上方の g 層中に認められる堆積構造は、岩盤上面とほぼ平行ないし

西側の岩盤上面に対してアバットしており、堆積構造の乱れは認め

られない。  
 

④C-9.2 孔ボーリング  
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C-9.2 ボーリング孔は No.2 と No.3 トレンチの間で行われた掘削深

度 20m のボーリング孔である。深度 10.56m においてシームを伴う割

れ目を確認した【図７０】。この割れ目はフィルム状、黄褐色を呈する

粘土から成り、走向傾斜は N12°E・56°NW である。この割れ目は

凝灰質の細粒部を伴わないものの、C-9.1 ボーリング孔で確認された

S-2・S-6 の可能性のある割れ目の想定延長範囲に位置することから、

S-2・S-6 の可能性がある割れ目として抽出した。  
 

⑤No.3 トレンチ  
S-2・S-6 の可能性のある割れ目を抽出したボーリング C-9.1、 C-9.2

孔の北方において No.3 トレンチ調査を実施した。トレンチは中壁を

はさみ南側と北側に分かれている。ここでは、No.3 トレンチのうち上

載層が相対的に残存している南側トレンチについてその性状を示す

【図７１】。  
No.3 トレンチでは、C-9.2 孔で抽出した S-2・S-6 の可能性がある

割れ目の北方延長付近にシームは認められなかった【図７１、図７２】。 
岩盤を覆う堆積物は、下位から g’層、f 層、e 層及び d 層に区分され

る。岩盤直上を覆う g’層は、基質はシルト質細～粗粒砂からなり、

一部くさり礫化が進んだ円～亜角礫を含む。火山灰分析の結果、g’
層上位の e 層には K-Tz 火山灰の降灰層準（9.5 万年前）が認められる

【図７２】。  
 

⑥B-9-1 孔ボーリング  
B-9-1 孔は、No.3 トレンチの北側で行われた、掘削長 70m・掘進傾

斜角 45°（東方向）のボーリング孔である【図５４】。C-9.2 孔で抽出

した S-2・S-6 の可能性のある割れ目の想定延長範囲  11～45 m にシ

ームは認められない【図７３】。  
 

＜有識者による評価＞  
①事務本館前トレンチ  

事務本館前トレンチでは、S-2・S-6 が穴水累層の凝灰角礫岩と安

山岩（角礫質）との境界になっている。S-2・S-6 を含む岩盤は砂礫

層に不整合に覆われており、不整合面に変位は認められない。ただ
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し、砂礫層は、最下部に含まれる木片から 5,970±40yBP の放射性

炭素年代測定値（暦年補正）が得られており、非常に新しい堆積物

であると考えられる【図５６、図５７】。したがって、当トレンチ

では、後期更新世における S-2・S-6 の活動性を評価することはで

きないと判断する。  
 

②No.1 トレンチ  
No.1 トレンチでは、S-2・S-6 が穴水累層の安山岩（均質）と安

山岩（角礫質）との境界になっている。S-2・S-6 及びその周囲を含

め岩盤上面には変位・変形は認められない。岩盤上位に分布するい

ずれの堆積物にも、変位・変形は認められない【図５９】。  
No.1 トレンチは中位段丘Ⅰ面を開析する谷の谷壁斜面で掘削さ

れており【図５２】、砂礫層上面の標高が低く、火山灰分析の結果

AT 及び K-Tz が混在することから、岩盤岩直上に分布するシルト混

じり砂礫層（ c 層）は、MIS2 以降に谷の上流から供給されて再堆積

した堆積物である可能性が高い【図５５、図６０、図６１】。堆積

物の堆積時期は AT 降灰以降と考えられることから、当トレンチで

は、後期更新世における S-2・S-6 の活動性を評価することはでき

ないと判断する。  
 

③No.2 トレンチ  
No.2 トレンチでは、S-2・S-6 が穴水累層の安山岩（均質）と安

山岩（角礫質）との境界になっている。岩盤の上面は、岩盤を覆う

g 層が MIS5e の海成堆積物と考えられることから、中位段丘Ⅰ面が

形成された時代の波食面である。南北両面とも、S-2・S-6 及びその

周囲を含め MIS5e の波食面には明瞭な変位（ズレ）は認められず、

岩盤上位に分布するいずれの堆積物にも明瞭な変位は認められな

い【図６２、図６３】。  
しかしながら、南北両面において、岩盤上位の g 層（MIS5e の海

成の堆積物）最下部に位置する礫質部の上面が、全体として山側（東

側）が低くなっている【図６３】。No.2 トレンチでは g 層全体が同

様に山側が低くなる傾向があり、特に北面においては、g 層中で上

記礫質部の数 10cm 上位に認められる“主に径 5cm 以下の礫からな
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る層理”  と、その上位の径 10cm 以下の礫からなる層理において、

その傾向が明瞭に確認できる。さらに、g 層中の礫等の長軸の角度

分布も、北面中央、北面西側及び北面東側の全ての場所において、

山側（東側）に緩く傾斜する【図６５】。このように、No.2 トレン

チでは、MIS5e の海成堆積物 g 層が山側（東側）へ傾斜する状況が

確認された。  
なお、トレンチでは岩盤中に多くの断層が認められるが、北面の

S-2・S-6 の約 2m 東側（北面東側箇所）にある断層を境に岩盤上面

形状は凹状を呈しており、断層近傍で凹地中の堆積物に含まれる礫

が立つ様子が認められたため、北陸電力により再掘削・再観察が行

われた【図６７、図６８】。再掘削された観察面においても、凹地

より上の部分は層理面が平行であり変形した可能性は低い【図６５、

図６７】。しかし凹地部の g 層との関係では、断層に沿って砂層が

くさび状に細長く入り込む様子が観察され、上下方向の直線状のマ

ンガン濃集部も認められている【図６８中央の写真】。仮に当箇所

にせん断構造が認められれば、g 層堆積後に生じたずれと推定され

るが、現時点ではせん断構造の存否は確認できていない。  
 

④No.3 トレンチ  
No.3 トレンチの大部分は、過去の造成により岩盤上面まで掘削さ

れ、岩盤の一部や堆積物がほとんど埋土に置き換えられている【図

７１、図７２】。このため、No.3 トレンチでは、上載層により S-2・
S-6 の後期更新世における活動性を評価するだけの、十分な情報を

得ることはできなかった。  
なお、No.3 北側・南側トレンチともに、S-2・S-6 と走向・傾斜

が類似する、直線性及び連続性に乏しい割れ目が認められるものの、

確認できた範囲では、これらの割れ目が岩盤上面や堆積物に明瞭な

変位・変形を及ぼしている様子はなかった。  
 

S-2・S-6 を対象に調査されたトレンチでは、No.2 トレンチのみ、

MIS5e の海成堆積物と考えられる地層が分布している。No.2 トレン

チでは S-2・S-6 に沿う明瞭な変位は認められない。一方、MIS5e の
海成堆積物である g 層と礫質部の上面が山側（東側）に向かって緩や
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かに傾斜している【図６３】。現在の海岸には侵食による岩盤上面の凹

凸が認められるが、その規模は高さ 1m 程度であり、落差の傾向も系

統的ではない【図１８、図２３】。対して、S-2・S-6 付近では、前述

のように地形、堆積物の層理面及び岩盤上面ともに、海側の方が系統

的に高まる傾向が複数箇所で確認されている。このことは、S-2・S-6
に沿う地形、岩盤上面ともに海側（西側）の方が山側（東側）に対し

て高いこと (2.1 節で先述 )と同様の傾向である。S-2・S-6 のトレンチ

調査結果は、S-2・S-6 の地下延長部が後期更新世以降に活動し、地表

付近に海側（西側）隆起の変形を及ぼしたことを示唆する。  
 

２．３．S-2・S-6 の深部への連続性  
＜北陸電力の説明＞  

S-2・S-6 は、当初、連続しない別のものと評価し、個別に深部への

連続性を検討していた。S-2 の深部への連続性は、I-7 孔において検討

した。 I-7 孔の深度 58m 付近に S-2 の延長が想定されるが、コアで確

認されない【図７４】。S-6 の深部への連続性は、I-6 孔及び R-5 孔【図

５４】において検討した。I-6 孔の深度 65m 付近【図７５】、R-5 孔の

深度 154m 付近【図７６】に S-6 の延長が想定されるが、コアでは確

認されない。以上のことから、S-2 と S-6 は、上記深度以深へは連続

しないものと判断される。  
なお、S-2 と S-6 との関係については、再検討の結果、S-2（南部）

が S-6 の SSW 方向延長に位置すること【図７７】、S-2（南部）と S-6
の条線の姿勢及び運動方向に大きな差異は認められないこと【図７７】、

S-6 の南端付近に位置する I-6 孔の想定範囲には、平滑な面はないが

凝灰質な細粒部等に沿って砂～粘土が付着する岩片がある【図７８、

図７９】ことから、S-2（南部）と S-6 は連続するもの（「S-2・S-6」
と命名）としている。この S-2・S-6 は、NE-SW 系の“シーム”で最

も長く（550ｍ）、他の“シーム”に切られず、また、延長方に横断す

る“シーム”もないことから、最も新しい構造と考えられる。  
 

＜有識者による評価＞  
S-2・S-6 は敷地内で最も長い断層であり、その分布を正確に把握す

ることは重要である。しかしながら、北陸電力により深部への連続性
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が十分に検討されているとは言い難い。  
S-2・S-6 の個々のトレースは、連続性が乏しい。例えば S-6 の区間

では C-9.2 孔ボーリングを北端とし、約 360 m 南方でトレースが途切

れる。S-2 の区間についても S-1 と交差する付近から約  230 m 南方ま

でしか連続せず、トレースの南端付近のボーリング M-5 孔には連続し

ない【図５４】。トレースが連続しないという状況は、ある程度深い場

所においても確認できる。北陸電力の資料によると K-6 孔の深度  
39.17 m、K-5 孔の深度 94.44 m において S-2 を確認している。一方、

I-7 孔の深度 58m 付近では S-2 は確認できていない【図７７】。同じ

深度 58m 付近であっても K 測線では S-1 は深部に延び、I 測線では深

部には延びていない【図７７】。このような状況から、S-2・S-6 は発

達途上の未成熟な断層※であることが推定される。  
北陸電力が深部に延長しない根拠とする I-6 孔、 I-7 孔、R-5 孔は

S-2・S-6 の地表トレースが途切れる付近である。従って地表と同様に

この部分で深部へ連続しないことはむしろ自然なことと考えられる。

すなわち、上記のような限られた結果をもって深部延長を判断するこ

とはできない。  
また、北陸電力は、I 測線のデータから深度 65m 以深には S-2 が連

続しないと解釈しているが、これは K-5 孔で深度 94.44 m において

S-2 を確認したとの結果【図７７】とも矛盾している。さらに、当初

I-6 孔は深部へ S-6 が連続しない根拠とされていたが、後に北陸電力

は同孔の深度 67.00～67.40m に「凝灰質な細粒部等に沿って砂～粘土

が付着する岩片」がある【図７８、図７９】ことをもって S-2（南部）

と S-6 が連続すると判断したこととも矛盾している。そして、R-5 孔

の想定深度付近（154m 付近）には、鏡肌のある箇所  (130.10～137.55 
m)や細かく砕け軟らかくなっている箇所  (149.00～ 149.75 m) があ

り、S-2・S-6 の延長を疑わせる【図７６】。  
以上より、北陸電力による、S-2・S-6 が深部へは連続しないとする

解釈には大きな問題があり、深部へ連続する可能性は否定できない。  
 
※未成熟な断層：断層発達過程の初期の段階にあり、地下浅部の

地層にはまだ明瞭な断層面が形成されていない断層。  
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２．４．S-2・S-6 の運動方向の検討   
＜北陸電力の説明＞  

ボーリングやブロックサンプルにおいて S-2・S-6 周辺で、他の

構造に切られていない直線的な面を最新すべり面として、実体顕微

鏡を用いて条線を観察した。変位センスが確認できた場所はいずれ

も逆断層センスを示す。条線の姿勢は主に北西方向の中角度（40°
～60°）である【図８０】。  

多重逆解法（山路他 ,2011）により 25 個のデータを用いて断層の

古応力場を解析した結果、S-2・S-6 では NW-SE 圧縮の応力場が求

められた【図８１】。第２回評価会合における有識者の指摘を受け

て、敷地内シームの運動方向が広域応力場を反映していると仮定し、

能登半島の構造発達史【図１０】と照合すると、S-2･S-6 から求ま

った応力は、②の後期中新世の南北圧縮（S—1 と対応）と③の後期

鮮新世～第四紀のほぼ東西方向の圧縮（福浦断層と対応）の中間的

な方位を向いている【図８２】。このことは S-2・S-6 が②と③の間

の地質時代に活動した可能性を示すものと考えられる。  
 

＜有識者による評価＞  
S-2・S-6 では、地形、岩盤上面、段丘堆積物の層理面ともに、山側

に緩やかに傾斜する傾向が認められており、その傾向は、S-2・S-6 条

線から推定される運動方向と一致する。  
また、能登半島地震の発震機構と S-2・S-6 の条線の方向を比較す

ると、S-2・S-6 は震源断層と共役方向の節面と、断層面の方向と運動

方向ともに近い方向にある【図８３】。すなわち、震源断層と共役方向

の節面は NNW-SSE 走向、西傾斜で左横ずれ逆断層であるのに対し

S-2・S-6 は NNE-SSW ないし N-S 走向、西傾斜で左横ずれ逆断層で

ある。したがって S-2・S-6 の運動方向は現在の応力場と整合的であ

る。  
なお、北陸電力が求めた応力解は、解析に用いたデータ数、複数解

が存在する可能性、解のばらつきなどの問題が検討されておらず、妥

当性の検証を行う必要がある。また、北陸電力が比較に用いた応力解

の応力比は 0.74 と大きな値を持つのに対し、最大圧縮主応力、最小圧

縮主応力の方位が同じ解の応力比は 0.4 未満と、実際に計算で求まっ
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た解と著しく異なる【図８１】。したがって、現時点では、評価に有用

な情報にはなっていない。  
また北陸電力が最大圧縮主応力の方位に基づき活動時期に言及し

たことに関しては、より古いとされる NW-SE 圧縮の応力場による構

造に、より新しいとされる N-S 圧縮（S-1 と対応）の応力場が重複し

ている状況が観察されるはずである。しかし、このことを示す実測デ

ータは、示されていない。このことから北陸電力の応力テンソル逆解

析の結果に基づき、S-2・S-6 の活動時期を評価することはできないと

判断する。  
以上のことから、S-2・S-6 の運動方向は、地形やトレンチ調査から

示唆される海側（西側）隆起の変形と整合的である。また S-2・S-6
は、現在の応力場でも動き得る断層であると判断する。  

 
２．５．S-2・S-6 の活動性評価  

ここでは、2.1 節～2.4 節の検討に基づいて、S-2・S-6 の活動性評

価を行う。  
＜北陸電力の説明＞  

S-2・S-6 周囲の地形は、周辺の岩盤性状を反映して形成された組織

地形や人工改変により形成されたものと推定される【図４７～図５２】。 
No.2 トレンチでは、岩盤の上面及びその直上の MIS5e の海成の堆

積物 g 層に変位・変形が認められない【図６３】。  
S-2・S-6 の条線から推定される応力場は、NW-SE 圧縮となる。能

登半島の構造発達史【図１０】と照合すると、最大圧縮主応力軸の方

位が、②「後期中新世の N-S 圧縮」と③「後期鮮新世～第四紀のほぼ

EW 方向の圧縮場」の中間的な方位を向いている【図８２】。このこと

は、S-2・S-6 が②と③の間の地質時代に活動した可能性を示している。 
以上より、S-2・S-6 は、少なくとも 12～13 万年前以降の活動は考

えられず、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断する。  
 

＜有識者による評価＞  
S-2・S-6 付近の地形は、エリア５及びエリア２において、S-2・S-6

通過位置の海側（西側）の方が高く、山側（東側）が低い特徴が認め

られる【図５２、図５３上の断面図】。S-2・S-6 付近の岩盤上面は、
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中位段丘Ⅰ面形成時の波食面を示すと考えられ、初生的には海側へ緩

やかに傾くと考えられる。しかしながらその高度は、エリア５では海

側に高まりが認められ、高まり付近は造成のため岩盤上部が掘削・除

去されているにもかかわらず、S-2・S-6 付近の No.3 トレンチ位置よ

りも岩盤上面高度が高い【図５２の断面図】。エリア４の岩盤上面は、

S-2・S-6 付近で山側（東側）に向かって傾きを減じる【図５３下の断

面図】。また、No.2 トレンチでは S-2・S-6 に沿う明瞭な変位は認めら

れないが、MIS5e の海成堆積物である g 層最下部に位置する礫質部の

上面及び層理面が、ともに山側（東側）に向かって緩やかに傾斜して

いる状況が認められた【図６３】。これらのことは、S-2・S-6 の地下

延長部の断層が後期更新世以降に変位し、地表付近に海側（西側）隆

起の変形を及ぼしたことを示唆する。  
さらに S-2・S-6 の断層面は、N-S から NNE-SSW 走向で西傾斜で

ある【図８１】。運動方向を示す条線の方位は主に NW 方向の中角度

（40°～60°）を示し、変位センスが確認できた場所はいずれも逆断

層センスを示す。このことは、地形やトレンチ調査で認められた西側

隆起の変形を示唆する情報と整合的である。また S-2・S-6 の断層面

の姿勢と運動方向は、能登半島地震の発震機構の震源断層と共役方向

の節面に近い【図８３】。このことから、S-2・S-6 は現在の広域応力

場でも動き得る断層であると考えられる。  
なお、S-2・S-6 は深度 65m 付近以深に連続しないとする北陸電力

の解釈には問題があり、深部まで連続する可能性は否定できない。  
以上を総合すると、S-2・S-6 は、後期更新世以降に、左横ずれ成分

を持つ西側隆起の逆断層として活動した可能性がある。この際、S-2・
S-6 の地下延長部の断層が活動し、地表付近の新第三系及び上部更新

統に変形を及ぼしたものと判断する。ただし、一般には、地表付近に

変形を及ぼした断層が、将来、地表に変位を及ぼす可能性は否定でき

ない。  
 

３．福浦断層の評価  
＜北陸電力の説明＞  
・福浦断層は、敷地東方の志賀町福浦港東方から同町赤住北東方まで

の長さ約 2.7 ㎞の範囲に西側隆起の断層として認められる【図８４】。 
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・福浦断層の南部において、１箇所のトレンチと複数箇所の表土剥ぎ

を実施した【図８５】。このうち高位段丘Ⅰb 面上で実施した大坪川

ダム右岸のトレンチにおいて、穴水累層の岩盤の西側を隆起させる

比高差約 2.5m の逆断層を確認した。断層の走向・傾斜は、北壁面

では N10°E・74°W、南壁面では N10°～12°W・51°～68°W
である。これらの走向は、おおよそ N-S 走向の福浦断層と概ね一致

している【図８６】。  
・断層は、鏡肌が認められ、下部で明灰色～黄灰色の粘土を厚さ 0.5

～1cm、上部で赤紫灰色の粘土を厚さ 0.2～0.5cm で挟む。断層を挟

んで幅 25～35cm 程度の破砕部が認められる。  
・断層はその付近の岩盤の上面を約 40cm 変位させ、岩盤に不整合で

載る砂礫層と砂層（層理部）中まで認められ、その上方延長付近の

灰色粘土層の下部には変形が想定される。その上位に堆積する灰色

粘土層の中・上部及び赤色土壌は内部構造が不明瞭であることから

変形の有無は判断できないが、赤色土壌の基底の形状が、灰色粘土

層下部以深の変形の形状と調和的な形状を示す。  
・赤色土壌については、火山灰分析結果から 9.5 万年前の地層（明褐

色土壌：K-Tz が認められる）の下位に位置し、下末吉期（MIS5e）
を経て赤色土壌化したものと判断される。  

・赤色土壌の上位にある明褐色土壌の基底は、断層を挟み、東傾斜 5°
の同一傾斜で東側に緩やかに傾斜し、その下位の変形の形状と調和

的な傾向は認められない。  
・以上より、確認された断層は、高位段丘Ⅰb 面形成以降、9.5 万年前

以前に活動があったと考えられる。  
・岩盤上面～砂層（層理部）の比高差と赤色土壌基底の比高差には、

断層をまたいで有意な差が認められること等から、複数回の断層活

動イベントが推定される。  
・以上の結果から、福浦断層は後期更新世以降の活動が否定できない

と判断し、将来活動する可能性のある断層等として評価する。  
・なお、有識者の指摘を受けて多重逆解法（山路他 ,2011）により断層

の古応力場を解析した結果、福浦断層では WNW-ESE 圧縮の応力場

が求められた【図８７】。  
 

42/153



   

 
 

＜有識者による評価＞  
大坪川ダム右岸トレンチでは、北陸電力の説明どおり、断層は、南

北両面において岩盤の上面を変位させ、砂礫層及び砂層まで続き、灰

色粘土層下部までは地層の変形が認められる【図８６】。また、下末吉

期を経て赤色土壌化したと判断されている地層が、灰色粘土層下部以

深の変形の形状と調和的な形状を示し、その上位の K-Tz（約 9.5 万年

前）を含む地層には変形が及んでいないことから、高位段丘Ⅰb 面形

成以降、9.5 万年前以前に断層活動があったと考えられる。  
また、岩盤上面～砂層（層理部）の比高差と赤色土壌基底の比高差

に断層をまたいで有意な差が認められること等から、複数回の断層活

動イベントが推定される。  
以上より、大坪川ダム右岸トレンチで確認された断層は、後期更新

世以降に活動した可能性があると判断する。  
ただし、大坪川ダム右岸トレンチは、正確には福浦断層の地表トレ

ースに対応するリニアメントには位置しておらず、リニアメントの約

100m 西側に並行する谷の南方延長部に位置している【図８５】。した

がって、当トレンチで確認された断層は福浦断層の一部であり、福浦

断層の活動の一部を捉えているにすぎない。このため、トレンチで把

握された一回の変位量や平均変位速度などは、福浦断層本体の評価と

しては過小評価である。  
 

４．S-1 に他の断層の活動が及ぼす影響  
＜北陸電力の説明＞  

敷地内のシームは、将来活動する可能性のある断層等はないと判

断される。一方で、広域的な応力場では動きを説明できない S-1 に

ついて、有識者が北西部（旧トレンチ付近）のみが後期更新世以降

に活動した可能性を指摘したことから、敷地近傍の福浦断層の活動

により、S-1 の北西部（旧トレンチ付近）だけが付随的に動く可能

性について、応力解析による検討を行った。  
○検討内容  
・解析により、福浦断層の活動による S-1 周辺の応力変化を求め、

S-1 の北西部（旧トレンチ付近）の動きやすさについて検討する

【図８８】。  
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・検討にあたっては、福浦断層の長さに関するパラメータスタディ

を実施するとともに、断層長さに対応したすべり量を与えた。（ケ

ース①～④）  
・なお、分解せん断応力による評価については、逆断層としての S-1

周辺の大局的な挙動に係る傾向を把握する。（逆断層センス：すべ

り角 90°）  
○検討結果  

検討により、以下の結果が得られた  
・S-1 面上の最大せん断方向は、いずれのケースにおいても正断層

センスとなり、条線観察結果による S-1 の運動方向（右横ずれ逆

断層センス）【図３４、図４２】とは異なる【図８９】。  
・また、S-1 北西部は、２箇所のトレンチ調査により 12 万～13 万

年前以降の活動がないことを確認した S-1 南東部と同様の傾向で

あり、S-1 北西部だけが動きやすいという状況はない。  
・S-1 面上の分解せん断応力は、いずれのケースにおいても逆断層

センスに対して抑制側となる。  
・なお、福浦断層の活動を想定した場合、S-1 周辺は引張場（S-1

に対しては正断層センス）となることから、法線応力は正（断層

面から離れる向き）となるため、逆断層センスを促進させるもの

ではない。  
 
・参考として、敷地西側にある兜岩沖断層が仮に活動した場合の S-1 

周辺の応力変化を求めた結果、S-1 面上の最大せん断方向は、条

線観察結果による S-1 の運動方向（右横ずれ逆断層センス）とは

異なる【図９０】。  
・以上から、他の断層の活動が及ぼす影響を考慮しても、有識者が

主張するよう北西部（旧トレンチ付近）だけが後期更新世以降に

活動するということは起こりえないと判断する。  
 

＜有識者による評価＞  
ア．福浦断層の活動が S-1 に及ぼす影響  

有識者会合は、福浦断層の活動に対し北陸電力と同様の計算を行

った。計算には Coulomb 3.3（Toda et al., 2005; Lin and Stein, 2004）
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を用いた。仮定した断層は、西傾斜 60°、すべり方向はレイク角

80°（L80°）の逆断層で、長さに対応したすべり量を与えた【図

８８、図８９】。北陸電力の解析と同様に、S-1 面上の分解せん断応

力は負となり、逆断層センスに対しては抑制傾向という結果を得た

【図９１】。なお、法線応力は引っ張り傾向になるという結果が得

られており、このことは断層面上の摩擦抵抗が減少するため、断層

運動は促進されることを意味する。しかし、上記のとおり、そもそ

も S-1 の動きは広域的な応力場では説明できず（2.4 節で先述）、ま

た分解せん断応力が抑制傾向に働く。少なくとも、仮定した福浦断

層の活動によって S-1 が動くとの結果は得られなかった。  
 

イ．S-2・S-6 地下延長部の断層の活動が S-1 に及ぼす影響  
有識者会合では、S-2・S-6 の活動による応力変化が S-1 に及ぼす

影響について、同様に数値計算により検討した。  
断層モデルは、S-2・S-6 の平均的な値である、N6E・55W の断

層面と、レイク角 60°（L60°）の逆断層成分を持つすべりを与え

た【図８１】。また、北陸電力が行った福浦断層の検討【図８８】

を参考に、岩石のヤング率を 33.1GPa、ポアソン比を 0.277 と仮定

した。計算の結果、S-1 については S-2・S-6 の下盤側（東側）直近

のみで大きな分解せん断応力が発生するとともに、S-2・S-6 の下盤

側（東側）直近のみ法線応力が小さいという結果を得た。これは、

S-2・S-6 の下盤側（東側）直近のみでクーロン応力が正、すなわち

S-1 の動きが促進されることを意味する【図９２】。  
計算で用いた、変位量や破壊停止深度に関する条件は、必ずしも

妥当ではない可能性がある。しかし、S-2・S-6 の下盤側（東側）直

近のみで S-1 の動きが促進される局所的な応力変化を生じるという

点は、定性的には変位量や破壊停止深度によらない。したがってこ

の計算では、地形やトレンチ調査から推定されるように S-2・S-6
地下延長部の断層が活動し、海側（西側）隆起の変形を及ぼした場

合に、S-2・S-6 下盤側直近（S-1 の北西部）で S-1 の動きを促進

する局所的な応力変化が生じる。  
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Ⅴ．今後の課題  
以上の評価は、限られた資料やデータに基づいて行われており、よ

り正確・確実な評価にするためには、以下に示すデータ等の拡充が必

要と考える。  
①  １号原子炉建屋等建設時等における、S-1 とその周囲の形状を示

す未提示の写真やスケッチの提示。  
変位が疑われる、S-1 の北西部及びその周囲に存在する

せん断面の活動性の判断に資する資料として、１号原子炉

建屋やタ－ビン建屋の建設時の掘削・整地作業の際に現れ

た露頭及び旧 A・B トレンチにおける、S-1 とその周囲の

形状を示す未提示の写真やスケッチを改めて探して提示す

る。  
②  S-1、S-2・S-6 等の断層破砕帯やその母岩の鉱物学的・地球化学

的分析。  
S-1、S-2・S-6 等の水平的および深部方向への連続性や

形成環境を検討するために、断層破砕帯および母岩を構成

する物質の、より詳細で多面的な鉱物学的・地球化学的分

析を通じて比較検討する。  
③  S-1、S-2・S-6 及びこれらの周囲に存在するせん断面について、

これらを横断する鉱物脈の有無（ある場合はその構成鉱物）、条線

を含む構造同士の切断関係に関する検討。  
敷地内に分布するせん断面形成の時期を検討する上で

は、せん断面を横断する鉱物脈を検討することが有効と思

われる。また、「将来活動する可能性のある断層等」を判

断する上では、最も新しい構造を判断することが重要であ

る。このため、敷地内の断層同士の切断関係や、せん断面

上の条線同士に新旧関係がないかについて検討する。  
④  S-1、S-2・S-6 の連続性（深部方向、走向延長方向）及び活動性

に関する地質・地質構造に関する調査。  
(1) No. 2 トレンチ付近で S-2・S-6 の海側（西側）にお

いて MIS5e の海成堆積物と考えられる地層が山側へ傾く

範囲を確認する。 (2) S-2・S-6 南方延長における断層露頭

の有無とその状況を確認する。 (3) S-2・S-6 南方延長にお
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いて中位段丘Ⅰ面堆積物との関係を調査する。(4) S-2・S-6
南方延長海域における音波探査記録結果を再検討する。  

⑤敷地周辺に分布する断層の調査（平面方向及び地下方向）と、そ

の広域的枠組みの中での敷地の地形・地質構造に関する詳細な検

討。  
兜岩沖断層や富来川南岸断層、福浦断層など周辺活断層

も含めた広域的な枠組みの中で、敷地内の断層の位置付け

等も検討する。このため S-1、S-2・S-6 などの敷地内の断

層の連続性と、敷地周辺に分布する断層との関係を明らか

にする。岩盤中の地質構造の調査にあたっては、ボーリン

グ調査は点の情報であるため、 VSP（ Vertical Seismic 
Profile）探査などの物理探査により、ボーリングで得られ

た点情報を面として繋ぐことを試みる必要がある。  
⑥“沖積段丘”と称されている完新世段丘の形成要因や高度分布に

関する調査・検討。完新世段丘の存在と高度分布から海底に推定

される断層と、既知の敷地内及び周辺に分布する断層との連続性、

活動時期・履歴に関する調査。  
敷地周辺から福浦～富来間では、2 段の完新世段丘面が

報告され (渡辺ほか、2015)、M 面や H 面も同様に北方へ高

くなる。この隆起運動は間欠的な地震性隆起を示唆してお

り、段丘面形成要因として渡辺ほか (2015)によって指摘さ

れる海底活断層の位置形状、兜岩沖断層や富来川南岸断層

への連続性や敷地内破砕帯への地下延長方向を含めた連

続性の検討、及び活動時期・履歴を検討する。特に、兜岩

沖断層との関係については、同断層の活動性や規模、活動

時期・履歴等の判断に必要な情報を検討する。  
 
 

Ⅵ．まとめ  
以上の検討の結果、S-1 及び S-2・S-6 の活動性について、下記の通

り評価する。  
＜S-1 について＞  

S-1 についての検討（Ⅳ・1 章）から、S-1 の北西部については、旧

47/153



   

 
 

A・B トレンチの既往スケッチ・写真及び岩盤調査坑で確認された運

動方向の情報から、S-1 は、後期更新世以降に、北東側隆起の逆断層

活動により変位したと解釈するのが合理的と判断する。一方、駐車場

南東方トレンチを含めて、それより南東部については後期更新世以降

の活動はないと判断する。  
＜S-2・S-6 について＞  

S-2・S-6 についての検討（Ⅳ・2 章）から、S-2・S-6 は、後期更新

世以降に、左横ずれ成分を持つ西側隆起の逆断層として活動した可能

性がある。この際、S-2・S-6 の地下延長部の断層が活動し、地表付近

に変形を及ぼしたものと判断する。  
 
なお、今回の評価は S-1 及び S-2・S-6 を対象としたものであり、

敷地内の他の“シーム”の活動性については、評価対象としていない。  
今回の評価は、限られた資料やデータに基づいて行われており、よ

り正確・確実な評価にするためには、以下に示すデータ等の拡充が必

要と考える。  
①  １号原子炉建屋等建設時等における、S-1 とその周囲の形状を示

す未提示の写真やスケッチの提示。  
②  S-1、S-2・S-6 等の断層破砕帯やその母岩の鉱物学的・地球化学

的分析。  
③  S-1、S-2・S-6 及びこれらの周囲に存在するせん断面について、

これらを横断する鉱物脈の有無（ある場合はその構成鉱物）、条線

を含む構造同士の切断関係に関する検討。  
④  S-1、S-2・S-6 の連続性（深部方向、走向延長方向）及び活動性

に関する地質調査。  
⑤敷地周辺に分布する断層の調査（平面方向及び地下方向）と、そ

の広域的枠組みの中での敷地の地形・地質構造に関する検討。  
⑥完新世段丘の形成要因や高度分布に関する調査・検討。完新世段

丘の存在と高度分布から海底に推定される断層と、既知の敷地内

及び周辺に分布する断層との連続性、活動時期・履歴に関する調

査。  
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.
図１ 志賀原子力発電所 敷地近傍の地形

事前会合（H26.2.14）資料
「志賀・現調１－３」 p.3を引用
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図２ 志賀原子力発電所 敷地付近の段丘面分布図

事前会合（H26.2.14）資料
「志賀・現調１－３」 p.10を引用

52/153



図３ 志賀原子力発電所 敷地近傍の地質図

事前会合（H26.2.14）資料
「志賀・現調１－３」 p.4を引用
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図４ 志賀原子力発電所 敷地内シームの分布、性状 等

事前会合（H26.2.14）資料「志賀・
現調１－３」 p.5を引用・加筆

注）S-2とS-6については、当初は別のものとしていたが、延長上に位置し

ており、また両者の条線の姿勢及び運動方向にも大きな差異が認めら
れないこと等から、連続しているものとする（「S-2・S-6」と表記）。
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.
図５ 志賀原子力発電所 地質鉛直断面図

事前会合（H26.2.14）資料
「志賀・現調１－３」 p.6を引用・加筆

注）S-2とS-6については、当初は別のものとして

いたが、延長上に位置しており、また両者の条
線の姿勢及び運動方向にも大きな差異が認めら
れないこと等から、連続しているものとする（「S-
2・S-6」と表記）。

S-2・S-6 S-2（北部）
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図６ 北陸電力によるS-1及び周辺の岩石の年代分析結果

最終報告書（H25.12.19） p.2-41を引用
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図７ 北陸電力による陸上ボーリング調査結果と海域の地質層序の比較

最終報告書（H25.12.19） p.3-62を引用
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図８ 北陸電力によるシーム及びシーム周辺の地質の説明

事前会合（H26.2.14）資料
「志賀・現調１－３」 p.7を引用
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.
図９ 能登半島地震の余震等の震源メカニズム解から求められる現応力場

Aitaro Kato et al.(2011）：Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake:
Potential involvement of a deep fluid reservoir， GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 38, L06306,
doi:10.1029/2010GL046413.
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図１０ 北陸電力によるシームＳ－１及びその周辺の形成史の考察

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.2-18を引用
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図１１ 北陸電力によるS-1の調査位置

事前会合（H25.2.14）資料「志賀・現調
１－３」p.13を引用・一部加筆

追加調査において、上載
地層でS-1の活動性を検
討した地点

旧Bトレンチ

旧Aトレンチ
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図１２ 旧Aトレンチ全体のスケッチ

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.参考-3-2を引用
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図１３ 旧Bトレンチ全体のスケッチ

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.参考-3-3を引用
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図１４ 北陸電力による旧Aトレンチ北西壁の観察結果

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-14を引用

凝灰質な細粒部
（灰色網掛け部分）

①、②等の箇所における観
察結果は、次図参照。
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図１５ 北陸電力による旧Aトレンチ北西壁の観察結果（拡大）

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-15を引用
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図１６ 北陸電力による旧Aトレンチ南東壁の観察結果

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-12を引用

凝灰質な細粒部
（灰色網掛け部分）

①、②等の箇所における観
察結果は、次図参照。
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図１７ 北陸電力による旧Aトレンチ南東壁の観察結果（拡大）

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-13を引用
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図１８ 海岸部等で見られるシャープな段差地形及び堆積物の状況

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.別添-1-31を引用
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図１９ 北陸電力による旧Bトレンチ北西壁の観察結果

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-18を引用

①、②等の箇所における観
察結果は、次図参照。
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第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-19を引用

図２０ 北陸電力による旧Bトレンチ北西壁の観察結果（拡大）

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.別添1-28を引用
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図２１ 北陸電力による旧Bトレンチ南東壁の観察結果

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-16を引用

①、②等の箇所における観
察結果は、次図参照。
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図２２ 北陸電力による旧Bトレンチ南東壁の観察結果（拡大）

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-17を引用

72/153



図２３ 海岸シーム上盤側の岩盤上面形状の例

第4回評価会合
（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.
別添-1-33を引用
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図２４ 北陸電力による旧ABトレンチの評価（まとめ）

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.1-20を引用
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図２５ 海岸で確認されるK-5の性状

第6回評価会合（H27.5.13）資料
「志賀・現調７－３」を引用

K-5の位置

最終報告書（H25.12.19） p.2-130を引用・加筆
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図２６ １号炉原子炉建屋底盤（EL-7.1m）で確認されたS-1
第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.3-27を引用
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図２７ １号炉原子炉建屋底盤（EL-7.1m）で確認されたS-1 写真①

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.3-28を引用
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図２８ １号炉原子炉建屋底盤（EL-7.1m）で確認されたS-1 写真②

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.3-29を引用
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図２９ 岩盤調査坑切羽（No.30）

事前会合（H25.2.14）資料
「志賀・現調１－３」p.2-14を引用
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図３０ S-1及びS-2・S-6と線状地形との関係

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-3を引用
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図３１ S-1と線状地形との関係

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-14,2-15を引用
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図３２ 北陸電力による岩盤調査坑におけるS-1の調査結果（概要）

事前会合（H25.2.14）資料
「志賀・現調１－３」p.25を引用
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図３３ 北陸電力による岩盤調査坑におけるS-1の調査結果（概要）

事前会合（H25.2.14）資料
「志賀・現調１－３」p.32を引用
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図３４ 岩盤調査坑におけるS-1の条線観察結果

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調5－2」p.2-3を引用
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図３５ 駐車場南側法面の写真

最終報告書（H25.12.19） p.2-105を引用
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図３６ 北陸電力による駐車場南側法面のスケッチ及び堆積物の年代検討結果

最終報告書（H25.12.19） p.2-106を引用
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図３７ 北陸電力による駐車場南東方トレンチ東壁面の写真

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.1-36を引用
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図３８ 北陸電力による駐車場南東方トレンチのスケッチ及び堆積物の年代検討結果

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.1-39を引用
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図３９ 北陸電力によるえん堤左岸トレンチ西壁面の写真

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.1-40を引用
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図４０ 北陸電力によるえん堤左岸トレンチの写真スケッチ及び堆積物の年代検討結果

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.1-42を引用
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図４１ S-1の深部方向への連続性 投影断面図（H:V=2:1）

第５回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.2-2を引用
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図４２ 岩盤調査坑以外におけるS-1の条線観察結果

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調5－2」p.2-4を引用
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図４３ 北陸電力によるS-1の条線から推定される応力場の検討

第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調5－2」p.2-9を引用
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図４４ 北陸電力によるS-1の条線から推定される応力場と現応力場との比較

最終報告書（H25.12.19） p.2-130を引用
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図４５ S-1の水平方向への連続性・活動性検討

第6回評価会合（H27.5.13）資料
「参考資料２」p.11を引用・一部加筆

有識者会合が、後期更
新世以降に変位が生じ
たと解釈するのが合理
的と考える区間。
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図４６ 北陸電力によるS-1の活動性評価のまとめ
第4回評価会合（H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.3-2を引用 96/153



図４７ S-2・S-6と線状地形との関係（エリア１）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-4,2-5を引用
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図４８ S-2・S-6と線状地形との関係（エリア２）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-6,2-7を引用
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図４９ S-2・S-6と線状地形との関係（エリア３）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-8,2-9を引用・加筆

上流に認め
られる谷
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図５０ S-2・S-6と線状地形との関係（エリア４）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-10,2-11を引用
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図５１ S-2・S-6と線状地形との関係（エリア５）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.2-12,2-13を引用
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図５２ 北陸電力によるエリア５の岩盤上面高度の検討

第6回評価会合（H27.5.13）資料
「参考資料３」p.11の一部を抜粋

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.参考-7を引用

エリア５付近の基盤上面標高 2 2’

2

2’

2-2’断面（エリア５）
※志賀・現調７－２資料
では6-6’と表記

注）No.3トレンチにおける岩盤上面標高は、第５

回と第６回評価会合資料とでは、一部異なる値
が記載されている。本文には、第６回評価会合
資料の値を用いている。
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図５３ エリア２及びエリア４の地形及び岩盤上面高度の検討

第6回評価会合（H27.5.13）資料
「志賀・現調7-2」、「参考資料３」を引用・加筆

2-2’断面（エリア２）
※志賀・現調７－２資料では2-2’と表記

3-3’断面（エリア４）
※志賀・現調７－２資料では1-1’と表記

○エリア２の1-1’断面では、S-2・S-6より西（海）側に高まりが
認められる。

○エリア４の3-3’断面は、地形に明瞭な起伏は認められない
ものの、ボーリングで確認された堆積物／基盤境界は、S-2・
S-6付近で山（東）側に減傾斜する。

2 2’

3 3’

エリア４

3 

3’

エリア２

２

２’

図中の数値は、岩盤上面の標高（m）。
なお、（ ）内の数字は、人工改変された
岩盤上面標高を示す。

ボーリング孔の基盤上面を結んだ線
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図５４ 北陸電力によるS-2・S-6の調査位置

最終報告書（H25.12.19） p.2-161,2-
204を引用・加筆

事務本館前トレンチ

N
o
.3

 ト
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チ
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o
.2

 ト
レ

ン
チ
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o
.1

 ト
レ

ン
チ

既往調査 I-6孔

既往調査 I-7孔

既往調査 K-5孔

既往調査 K-6孔

既往調査 R-5孔
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図５５ 北陸電力によるS-2・S-6のトレンチ（No.1～No.3）位置と地形等の関係

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-9を引用
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図５６ 北陸電力によるS-2・S-6事務本館前トレンチの調査結果

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.7-2を引用
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図５７ 北陸電力によるS-2・S-6事務本館前トレンチの調査結果

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.7-3を引用
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図５８ 北陸電力によるS-2・S-6 No.1トレンチの写真

最終報告書（H25.12.19）
p.2-169を引用
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図５９ 北陸電力によるS-2・S-6 No.1トレンチの調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-13を引用
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図６０ 北陸電力によるNo.1～No.3トレンチ壁面の地層の対比

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-14を引用
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図６１ 北陸電力によるトレンチの上載層に関する時代性等の考察

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-24を引用
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図６２ 北陸電力によるS-2・S-6 No.2トレンチの写真（全景）

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-26を引用
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図６３ 北陸電力によるS-2・S-6 No.2トレンチの調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-10を引用
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図６４ 北陸電力によるNo.2トレンチ北面中央の調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-27を引用
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図６５ 北陸電力によるNo.2トレンチ北面の堆積構造に関する調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-16を引用

※定方位による薄片観察を行い、顕微鏡レベルで礫等の長軸の角度分布を確認したもの。
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図６６ 北陸電力によるNo.2トレンチ北面西側の調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-29を引用
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図６７ 北陸電力によるNo.2トレンチ北面東側の調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-31を引用
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図６８ 北陸電力によるNo.2トレンチ北面東側の調査結果（拡大・再掘削）

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-33を引用・加筆

くさび状の砂層
と直線状のマン
ガン濃集部
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図６９ 北陸電力によるNo.2トレンチ南面の調査結果

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-34を引用

119/153



図７０ 北陸電力によるC-9.2孔の観察結果

最終報告書（H25.12.19） p.2-189を引用
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図７１ 北陸電力によるS-2・S-6 No.3トレンチの写真

最終報告書（H25.12.19）
p.2-190を引用
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図７２ 北陸電力によるS-2・S-6 No.3トレンチの調査結果（南側トレンチ）

第5回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.1-12を引用
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図７３ 北陸電力によるS-2・S-6北方延長の確認（B-9-1孔 掘進長0m～50mを抜粋）

最終報告書（H25.12.19）
p.2-195,196,197を一部引
用・加筆

C-9.2孔で抽出したシー

ムＳ－６の可能性がある
割れ目の想定延長範囲
（11～45m）

【北陸電力の説明】
C-9.2孔で抽出したシームＳ

－６の可能性がある割れ目
の想定延長範囲11～45mに
シームは認められない。
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図７４ 北陸電力による旧S-2の深部への連続性確認（I-7孔）

最終報告書 別添資料（H25.12.19）
p.別添-6-24を引用
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図７５ 北陸電力による旧S-6の深部への連続性確認（I-6孔）

最終報告書 別添資料（H25.12.19）
p.別添-6-34を引用
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図７６ 北陸電力による旧S-6の深部への連続性確認（R-5孔）

最終報告書 別添資料（H25.12.19）
p.別添-6-38を引用
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図７７ 北陸電力によるS-2・S-6の連続性の再整理

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.4-16を引用

K測線
（有識者による加筆）

I測線
（有識者に
よる加筆）
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図７８ 北陸電力によるS-2・S-6の連続性の再整理（I-6）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.4-18を引用
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図７９ 北陸電力によるS-2・S-6の連続性の再整理（I-6孔コア写真 深度65～70m）

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.4-21を引用

※条線，鏡肌を伴う割れ目のこと。
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図８０ 北陸電力によるS-2・S-6の条線、薄片観察結果

第4回評価会合
H26.12.26）資料「志賀・現
調５－２」p.2-5を引用
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第4回評価会合H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.2-11を引用

.
図８１ 北陸電力によるS-2・S-6の条線から推定した応力場 131/153



図８２ 北陸電力によるS-1、S-2・S-6等の条線から推定される応力場と地質構造発達史の関係の検討

第５回評価会合（H27.2.27）資料
「志賀・現調６」p.3-11を引用
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図８３ 2007年能登半島地震の発震機構

第2回評価会合（H25.7.11）資料
「志賀・現調３－１」p.4-8を引用
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図８４ 北陸電力による福浦断層の既往文献調査結果

事前会合（H26.2.14）資料
「事前会合説明資料」p.3-5を引用
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図８５ 北陸電力による福浦断層の調査位置図

事前会合（H26.2.14）資料
「事前会合説明資料」p.3-14を引用
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図８６ 北陸電力による大坪川ダム右岸トレンチの調査結果（北壁面の例）

事前会合（H26.2.14）資料
「事前会合説明資料」p.3-16を引用
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図８７ 北陸電力による福浦断層の条線から推定した応力場

第4回評価会合H26.12.26）資料
「志賀・現調５－２」p.2-12を引用
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.
図８８ 北陸電力による福浦断層の活動によるS-1北西部への影響検討（諸元）

※１ 他地点での公的機関による検討実績がある。
※２ 敷地の地下構造に係る既検討結果による。

有識者のコメント

※１ ※２

第５回評価会合（H27.5.13）資料
「志賀・参考資料4」p.2を引用・加筆
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.
図８９ 福浦断層の活動によるS-1周辺への応力変化の検討例（北陸電力のケース①）

第５回評価会合
（H27.5.13）資料「志
賀・参考資料4」p.3を
引用
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.
図９０ 北陸電力による兜岩沖断層の活動によるS-1周辺への応力変化の検討例

■目的

・周辺断層の活動により，シームＳ－１の北西部（旧トレンチ付近）だけが付随的に動く
可能性について，応力解析による検討を行う。
■検討内容
① 解析により，福浦断層の活動によるシームＳ－１周辺の応力変化を求め，シームＳ
－１の北西部（旧トレンチ付近）の動きやすさについて検討する。
また，敷地西側にある兜岩沖断層についても，併せて検討する。
② ①で求めた応力変化に敷地周辺の広域応力場を重畳した場合の理論的なレイクを
求め，シームＳ－１の条線観察結果との比較を行う。

第4回評価会合H26.12.26）資料「志賀・
現調５－２」p.1-31,1-32を引用
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.
図９１ 有識者会合による北陸電力の解析結果の検証

第6回評価会合（H27.5.13）資料
「志賀・現調７－１」を引用
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.
図９２ 有識者によるS-2・S-6の活動によるS-1への影響の検討結果

第6回評価会合（H27.5.13）資料
「志賀・現調７－１」を引用

S-1 に対しては、S-6・S-2の下

盤側直近でのみ大きな分解
剪断応力が発生。

S-1に対しては、S-6・S-2の下

盤側直近で法線応力が小さ
い。

S-6・S-2の下盤側直近のみ
でS-1の動きが促進される。
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【参考１】 

 

志賀原子力発電所敷地内の破砕帯の調査に関する経緯 

 

○昭和 63 年 8月 

志賀原子力発電所発電所 1号機設置許可 

シームについては、その延長上で中位段丘面を構成する段

丘堆積層に変位・変形が認められないことから、いずれも安

全評価上活動性に関して問題となるものではないと判断し

た。 

○昭和 11 年 4月 

志賀原子力発電所発電所 2号機設置許可 

シームについては、その上方延長上で中位段丘面を構成す

る段丘堆積層に変位、変形が認められないことから、いずれ

も安全評価上活動性に関して問題となるものではないと判

断した。 

○平成 21 年 2月 12 日 

旧原子力安全・保安院は、2号機について耐震バックチェック

中間評価をとりまとめ、旧原子力安全委員会に報告。 

中間評価では、シームの活動性に関する評価はない。 

○平成 22 年 2月 18 日 

旧原子力安全委員会は、旧保安院の中間報告を妥当なものと

認め、決定。 

○平成 24 年 7月 3日 

旧原子力安全・保安院は、東北地方太平洋沖地震後の耐震バ

ックチェック再開の一環として、全国の原子力発電所敷地内の

破砕帯について、評価を改めて整理することとし、個々の発電

所ごとに審議を開始。 

○平成 24 年 7月 18 日 

旧原子力安全・保安院は、地震・津波に関する意見聴取会等
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において、専門家からの意見を聴取した結果、志賀原子力発電

所敷地内における S-1 破砕帯は活動性がある断層ではないかと

の意見が多数で、周辺の断層との関連性も含めた調査の必要性

や、地層の年代の議論が必要との意見があったことを受け、追

加調査等が必要と判断し、同社に対し、志賀原子力発電所敷地

内破砕帯に係る追加調査、周辺の小規模な断層との関連性等の

調査計画を策定し提出するよう指示。 

○平成 24 年 7月 25 日 

北陸電力は、旧保安院の指示に対して「 敷地内破砕帯の追加

調査計画」を策定し、旧保安院に提出。 

○平成 25 年 12 月 19 日 

北陸電力は、「志賀原子力発電所敷地内破砕帯に関する追加調

査 調査報告書（最終）」をとりまとめ、原子力規制委員会に提

出。 
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【参考２】 

 

現地調査、評価会合等の開催実績 

 

【平成 26 年】 

○2月 5日（水） 原子力規制委員会 

・志賀原子力発電所の敷地内破砕帯の現地調査・評価等を行う

有識者会合を開催することを了承。 

○2月 14 日（金） 事前会合開催 

・過去の審議経過、北陸電力による追加調査結果等を説明。 

○2月 22 日（土）～23 日（日） 現地調査実施 

○3月 24 日（月） 第 1回評価会合開催 

・敷地内破砕帯の活動性を適切に評価するには、さらに地質調

査データが必要である旨、北陸電力に対し指摘。 

○7月 11 日（金） 第 2回評価会合開催 

・北陸電力は、データ拡充を行い、敷地内の破砕帯は 12～13 万

年前以降に活動していない旨、改めて説明。 

○10 月 3日（金） 第 3回評価会合開催 

・前回会合までに北陸電力から提示されたデータに基づき、有

識者間で敷地内破砕帯の活動性についての議論を実施。 

○12 月 26 日（金） 第 4回評価会合開催 

・前回会合での有識者会合の指摘事項に対し、北陸電力から、

拡充されたデータ等に基づいて敷地内の破砕帯が12～13万年

前以降に活動していない旨、改めて説明。当会合での議論を

整理した上で、次回会合では議論を継続することとした。 

【平成 27 年】 

○2月 27 日（金） 第 5回評価会合開催 

・前回会合での有識者会合の指摘事項に対し、北陸電力から、

拡充されたデータ等に基づいて敷地内の破砕帯が12～13万年

前以降に活動していない旨、改めて説明。次回会合では、有
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.

識者間で敷地内破砕帯の活動性について議論を行うこととし

た。 

○4月 17 日（金） 第 2回現地調査実施 

○5月 13 日（水） 第 6回評価会合開催 

・第 5 回評価会合までに北陸電力が示した調査結果、第 2 回現

地調査での観察結果、及び第 2 回現地調査後に北陸電力が追

加提出した資料に基づき、敷地内破砕帯の活動性について、

有識者間での議論を実施。S-1 の北西部、S-2・S-6 ともに、

M1 面段丘堆積物堆積後の活動が否定できないとの意見で概ね

一致。 

○7月 17 日（金） 第 7回評価会合開催 

・有識者間で、評価書案について議論を実施。 

○11 月 20 日（金） ピア・レビュー会合開催 

・評価書案についての議論を実施。レビュワーからのコメント

については、有識者会合の責任でまとめる。 

【平成 28 年】 

○3月 3日（木） 第 8回評価会合開催 

・有識者間で、評価書案について議論を実施。 
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【参考３】 

 

 

志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 

 

○「日本活断層学会」「日本地質学会」「日本第四紀学会」「日本地震学会」

の関係４学会から推薦を受けた専門家４人と、原子力規制委員会の島

﨑委員長代理（平成 26 年 9 月まで）、石渡委員（平成 26 年 9 月から）

で構成。 

 

○活断層の認定、活断層調査、活断層調査計画の立案等に詳しく、これ

までに個々の原子力施設の安全審査等に関わったことのない学識経験

者を選定。 

 

 

島﨑 邦彦 原子力規制委員会 委員長代理（平成 26年 9月 18 日

まで） 

石渡 明 原子力規制委員会 委員（平成 26 年 9月 19 日から） 

重松 紀生 産業技術総合研究所  活断層・火山研究部門 地震テ

クトニクス研究グループ  主任研究員 

廣内 大助 信州大学 教育学部 教授 

藤本 光一郎 東京学芸大学 教育学部 准教授 

吉岡 敏和 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 活断層評

価研究グループ 上級主任研究員 
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【参考４】 
 

【将来活動する可能性のある断層等に関する基準の記述（抄）】 
 
 
○実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平

成 25 年原子力規制委員会規則第 5 号） 
 
第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設計基準対象

施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因す

る放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」とい

う。）にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用

した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設

けなければならない。 
２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない

地盤に設けなければならない。 
３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。 
 
○実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306194 号 原子力規制委員会決定） 
 
２ 第３条第２項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支

持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及

び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。 
このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓

み」については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほか、局所的

なものを含む。これらのうち、上記の「局所的なもの」については、支持地盤の傾

斜及び撓みの安全性への影響が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。 
３ 第３条第３項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動す

ることにより、地盤に与えるずれをいう。また、同項に規定する「変位が生ずるお

それがない地盤に設け」るとは、耐震重要施設が将来活動する可能性のある断層等

の露頭がある地盤に設置された場合、その断層等の活動によって安全機能に重大な

影響を与えるおそれがあるため、当該施設を将来活動する可能性のある断層等の露

頭が無いことを確認した地盤に設置することをいう。 
なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約１

２～１３万年前以降）の活動が否定できない断層等とする。その認定に当たって、
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後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以

降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）

まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評

価すること。なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、

当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、安全側に判断すること。 
また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほ

か、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が

及ぶ地すべり面を含む。 
 
 
 
○敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（平成 25 年 6 月 19 日 

原管地発第 1306191 号 原子力規制委員会決定） 
 
2. 将来活動する可能性のある断層等の認定 
 
2.1 基本方針 
（１）「将来活動する可能性のある断層等」は、後期更新世以降（約１２～１３万年前

以降）の活動が否定できないものとすること。 
（２）その認定に当たって、後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が

欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新

世以降（約４０万年前以降）まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総

合的に検討した上で活動性を評価すること。 
（３）なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、当該断層

の延長部で確認される断層等の性状等により、安全側に判断する必要がある。 
（４）また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層の

ほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変

形が及ぶ地すべり面が含まれる。 
（５）「震源として考慮する活断層」とは、地下深部の地震発生層から地表付近まで破

壊し、地震動による施設への影響を検討する必要があるものをいう。 
 
〔解説〕 
（１） 約１２～１３万年前以降の複数の地形面又は連続的な地層が十分に存在する

場合は、これらの地形面又は地層にずれや変形が認められないことを明確な証拠

により示されたとき、後期更新世以降の活動を否定できる。なお、この判断をよ

り明確なものとするため、活動性を評価した年代より古い（中期更新世（約４０

万年前）までの）地形面や地層にずれや変形が生じていないことが念のため調査
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されていることが重要である。 
（２） 約１２～１３万年前の地形面又は地層が十分に存在しない場合には、より古

い（中期更新世（約４０万年前）まで）地形面又は地層にずれや変形が認められ

ないことを明確な証拠により示されたとき、後期更新世以降の活動を否定できる。 
（３） 約４０万年前から約１２～１３万年前までの間の地形面又は地層にずれや変

形が認められる場合において、約１２～１３万年以降の地形面又は地層にずれや

変形が確認されない場合は、調査位置や手法が不適切である可能性が高いため、

追加調査の実施も念頭に調査結果について詳細に検討する必要がある。その際、

地表付近の痕跡等とその起因となる地下深部の震源断層の活動時期は常に同時で

はなく、走向や傾斜は必ずしも一致しないことに留意する。 
（４） 新設の場合には、敷地及び敷地の極近傍における将来活動する可能性のある

断層等の活動性評価において、造成工事前の上載層がある段階で、詳細な調査が

行われていることが重要である。これは、活動性の低い断層等の活動性評価を行

うことが多く、活動年代が問題となるためである。 
（５） 地震活動に伴って永久変位が生じる断層及び支持地盤まで変位及び変形が及

ぶ地すべり面の認定に当たっては、上記のほか、以下の点に留意する。 
① 地震活動に伴って永久変位が生じる断層と、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ

地すべり面とは、露頭では、区別が困難な場合がある。 
② 地震活動に伴って永久変位が生じる断層及び支持地盤まで変位及び変形が及

ぶ地すべり面は、地震活動と常に同時に活動するとは限らない。このことを踏

まえ、安易に、将来活動する可能性を否定してはならない。 
③ 上記のような断層等は、様々な構造を呈することがある。例えば、一つの地す

べり面においても、場所により、正断層、横ずれ断層、逆断層と似た形態を呈

することがある。 
 
2.2 将来活動する可能性のある断層等の活動性評価 
 将来活動する可能性のある断層等の活動性評価に当たっては、以下の各項目が満足

されていることを確認する。 
（１）将来活動する可能性のある断層等の認定においては、調査結果の精度や信頼性

を考慮した安全側の判断が行われていることを確認する。その根拠となる地形面

の変位・変形は変動地形学的調査により、地層の変位・変形は地表地質調査及び

地球物理学的調査により、それぞれ認定されていることを確認する。 
（２）将来活動する可能性のある断層等が疑われる地表付近の痕跡や累積的な地殻変

動が疑われる地形については、個別の痕跡等のみにとらわれることなく、その起

因となる地下深部の震源断層を想定して調査が実施されていることを確認する。

また、それらの調査結果や地形発達過程及び地質構造等を総合的に検討して評価

が行われていることを確認する。その際、地表付近の痕跡等とその起因となる地
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下深部の震源断層の活動時期は常に同時ではなく、走向や傾斜は必ずしも一致し

ないことに留意する。 
（３）地球物理学的調査によって推定される地下の断層の位置や形状は、変動地形学

的調査及び地質調査によって想定される地表の断層等や広域的な変位・変形の特

徴と矛盾のない位置及び形状として説明が可能なことを確認する。 
（４）将来活動する可能性のある断層等の認定においては、一貫した認定の考え方に

より、適切な判断が行われていることを確認する。 
（５）将来活動する可能性のある断層等の認定においては、認定の考え方、認定した

根拠及びその信頼性等が示されていることを確認する。 
 
〔解説〕 
（１）後期更新世以降の活動性評価には、この時代の段丘面や地層の変位・変形に注

目する方法が一般的である。中でも、酸素同位体ステージ 5e に対応づけられる

中位段丘面や地層は分布及び保存が良好であることから有効である。利用可能な

火山灰も多いため、比較的精度の高い年代評価に基づいた断層等の活動性評価が

実施されている。 
（２）中期更新世以降の断層等の評価には、この時代の地形面や地層の変位・変形に

注目することが一般的である。中でも酸素同位体ステージ 7、9、11 の温暖期（高

海水準期）に対応づけられる段丘面や地層の利用が有効である。当該段丘面や地

層の形成年代については、阿多鳥浜テフラ（23 万年前～25 万年前※）や加久藤

テフラ（約 30 万年前※）といった火山灰を利用する方法や、微化石分析（花粉、

珪藻、有孔虫、貝形虫など）や化学分析から古環境変遷を明らかにし、上記の温

暖期（高海水準期）と対応づける方法等がある。 
他方、対象年代が古いことから、下記の課題もある。 
① 高位段丘面の浸食 
（特に断層付近の隆起側等） 
② 高位段丘堆積物の浸食・風化 
（火山灰や離水時期を示す堆積物等の対比基準の消失） 
③ 分析対象の変質・消失 
（微化石の化学的溶解や化学物質の変質等） 
（※町田洋・新井房夫、2003：新編 火山灰アトラス‐日本列島とその周辺‐、東

京大学出版会、336p．） 
また、中期更新世を対象とした年代評価には以下のような技術的課題があることを

踏まえ、その適用限界や結果の精度に留意する必要がある。 
① 放射性年代測定手法の適用年代範囲の限界と測定誤差 
（炭素同位体年代測定、フィッション・トラック法 等） 
② 中期更新世の広域テフラに関する情報の不足 
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（噴出源と分布の関係、物理・化学的性質、年代 等） 
（３）将来活動する可能性のある断層等の認定に当たっては、各調査手法には適用限

界があり、すべての調査方法で断層等が確認されるとは限らないことに注意し、い

ずれかの調査手法によって、それらの断層等が存在する可能性が推定される場合は、

調査手法の特性及び調査結果を総合的に検討する必要がある。 
（４）基盤岩からなる山地内の河谷屈曲等が発達する場所及び海食台等侵食作用が卓

越する場所等においては、堆積物の年代により断層運動の時代を特定できない場合

でも活断層の存在する可能性について総合的に検討する必要がある。 
（５）顕著な海岸隆起によって累積的な変位が認められる地域では、弾性波探査によ

って断層が確認されない場合でも、これをもって直ちに活断層の存在を否定せず、

累積的な変位を説明する適切な地殻変動を検討する必要がある。また、海底に顕著

な変動地形が認められる場合にも、それを合理的に説明できる活断層を想定する必

要がある。 
（６）地層が局所的に急傾斜している場所については、その地下の比較的浅いところ

に活断層が存在する可能性を検討する必要がある。また、広域的な隆起等の変動に

ついての要因を活断層によらないものと判断する際には、その理由を明確にする必

要がある。 
（７）厚い沖積層が分布する地域及び個々の変動地形が短い又は不明瞭な地域等のよ

うに、活断層を見つけ出すことが困難な特性を持つ地域においては、そのことを念

頭においた慎重な検討を行う必要がある。 
 

3. 敷地内及び敷地極近傍における地盤の変位に関する調査 
 
3.1 調査方針 
（１）重要な安全機能を有する施設の地盤には、将来活動する可能性のある断層等の

露頭が無いことを確認する。 
（２）敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が存在する場

合には、適切な調査、又はその組合せによって、当該断層等の性状(位置、形状、

過去の活動状況)について合理的に説明されていることを確認する。 
（３）敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が存在する場

合には、その断層等の本体及び延長部が重要な安全機能を有する施設の直下に無

いことを確認する。なお、将来活動する可能性のある断層等が重要な安全機能を

有する施設の直下に無い場合でも、施設の近傍にある場合には、地震により施設

の安全機能に影響がないことを、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査

ガイド」に基づいて確認する。 
（４）将来活動する可能性のある断層等とは、震源として考慮する活断層のほか、地

震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ
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地すべり面が含まれる。 
 
〔解説〕 
（１） 重要な安全機能を有する施設が、将来活動する可能性のある断層等の露頭が

ある地盤面に設置された場合、その将来の断層等の活動によって安全機能に重大

な影響を与えるおそれがある。 
（２） このようなことを避けるため、敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性

のある断層等の存否や性状（位置、形状、過去の活動状況）等を明らかにする必

要がある。 
 
3.2 敷地内及び敷地極近傍の調査 
（１）敷地内及び敷地極近傍の調査は、「4.1.2 断層等の調査手法」、「4.2 内陸地殻内

地震に係る調査」及び「6. 敷地及び敷地周辺の地盤及び周辺斜面に関する調査」

に基づいて確認する。 
（２）施設に与える影響を正確に評価するための十分な調査密度や精度が保たれてい

ることを確認する。 
 
〔解説〕 
（１）敷地内及び敷地極近傍においては、地盤のずれによる被害が大きな問題となる

ため、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断

層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を対象とする。 
（２）逆断層では、例えば、断層の変位に伴って、上盤側に局所的な引張場が形成さ

れ別の正断層が形成される場合があること、断層とは傾斜が反対の別の逆断層（バ

ックスラスト）が形成される場合があること、これらの断層が活動して永久変位

を起こすことがあることに留意する。 
（３）伏在逆断層によって生じた断層関連褶曲に伴って、断層等が活動して永久変位

を起こすことがあることに留意する。 
（４）横ずれ断層では、例えば着目する亀裂等が横ずれ断層に伴うフラワー構造の一

部である可能性に留意する。 
（５）地すべり面は、冠頂部で正断層、側方部で横ずれ断層、末端部で逆断層と似た

様相を呈することがある。 
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